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序     文 
 

シエラレオネ共和国（以下、「シエラレオネ」と記す）では、1991年からの政府・反政府軍間で

の継続的な戦闘後、2001年5月には停戦合意が成立し、2002年1月には大統領が内戦終結宣言をし

ました。現在、緊急復興から開発の段階にシフトしつつありますが、人間開発指数などをみても

依然として生活の質は著しく低い状況にあります。 

技術協力プロジェクト「地域保健改善プロジェクト」は、シエラレオネ政府の要請を受け、カ

ンビア県DHMTをカウンターパート機関として、2008年5月から3年間にわたり実施され、カンビア

県の保健セクターにおけるマネジメント能力強化に取り組んできました。 

今般、同プロジェクトが2011年5月で終了するにあたり、先方政府と合同でプロジェクトの実績

を確認し、計画に対する達成度を確認するとともに、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、イン

パクト、持続性）の観点から評価を行いました。 

本報告書は上記終了時評価の内容を取りまとめたものです。ここに、本調査においてご協力を

いただいた内外の関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いす

る次第です。 

 

平成23年2月 

 

独立行政法人国際協力機構 

ガーナ事務所長 稲村 次郎 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：シエラレオネ 案件名：地域保健改善プロジェクト 

分野：保健（人間開発部） 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ガーナ事務所 協力金額（評価時点）：2億4千万円 

協力期間 
2008年5月～2011年5月 先方関係機関：カンビア県保健管理局、保健衛生省 

 日本側協力機関： 

１－１ 協力の背景と概要 

シエラレオネ共和国（以下、「シエラレオネ」と記す）では、1991年からの政府・反政府軍間

での継続的な戦闘後、2001年には停戦合意が成立し、2002年には大統領が内戦終結宣言を行っ

た。現在、緊急復興から開発の段階にシフトしつつあるが、人間開発指数は158位/169カ国（2010

年）と、改善傾向にあるものの依然として生活の質は著しく低い状況にある。 

特に保健分野は、2010年において平均寿命48.7歳、乳幼児死亡数123人/1,000人、安全な水への

アクセス率49％と劣悪な状況にある。その原因としては、脆弱な保健行政、保健サービスへの

アクセスの悪さ、内戦による保健インフラ施設の破壊、医療従事者数・能力の不足、恒常的貧

困に起因する慢性的な栄養失調、不衛生な水の利用等が考えられる。 

また、シエラレオネにおいては、2004年に地方分権化が打ち出され、村落診療所を通じた保

健サービス提供のために、県保健管理局の役割及び責任が強化されている。 

以上のような背景の下、JICA協力の重点地域であった北部州カンビア県において、カンビア

県保健管理局のマネジメント能力強化を目的とし、2008年5月から2011年5月までの3年間の予定

で技術協力プロジェクト「地域保健改善プロジェクト」が実施された。本案件はシエラレオネ

に対する保健セクターの技術協力プロジェクトとしては第一号となる案件であり、シエラレオ

ネ全体が紛争後の復興期から開発期へ移行するなか、カンビア県病院から「国境なき医師団」

が撤退したタイミングで、同病院と隣接したカンビア県保健管理局及びシエラレオネ保健衛生

省をカウンターパートとして開始された。なお、保健衛生省は国レベルの政策策定及び県保健

管理局の監督を行っており、県保健管理局はカンビア県内の保健行政の実施及び保健サービス

の監督を担っている。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、カンビア県内の保健医療施設の監督や保健計画立案を担当する県保健管

理局のマネジメント能力強化を目的として実施された。 

 

（１）上位目標 

カンビア県住民の保健状況が改善する。 

 

（２）プロジェクト目標 

県保健管理局、村落診療所、県議会が、コミュニティの保健ニーズを汲み取り、サービ

スに反映させ、より高いマネジメント能力を備えることによって、質の高い、公平な保健

サービスを提供する体制が強化される（より良い包括的県保健計画の策定能力強化）。 
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（３）成果 

１）県保健管理局のマネジメント能力が向上する。 

２）県保健管理局及び村落診療所の執務環境が改善、維持される。 

３）包括的なサポーティブ・スーパービジョンシステムが強化され、効果的に実施される。

４）村落診療所から県保健管理局への報告業務管理が強化され、効果的に実施される。 

５）県保健計画策定システムが強化される。 

６）県保健管理局と、県議会、村落診療所、その他関係者との連携が強化される。 

 

１－３ 投入（2011年1月現在）（総投入額：2.4億円） 

＜日本側＞ 

・長期専門家派遣 1名（36MM） 

・短期専門家派遣 延べ7名（37.4MM） 

・機材供与 10,622千円 

・ローカルコスト負担 65,280千円） 

＜シエラレオネ側＞ 

・カウンターパート 23名（保健衛生省1名、県保健管理局22名） 

・プロジェクトのスペース プロジェクト事務所、リソースセンター、研修場所等 

・研修及びスタディーツアー時の車両提供 

２．評価調査団の概要 

 

調査者 

 

（担当分野、氏名、所属） 

団長/総括 木藤 耕一 JICAガーナ事務所 次長 

評価企画1 加藤 恵 JICAガーナ事務所 所員（保健班総括） 

評価企画2 

 

コロマ 紀代美

 

JICAシエラレオネフィールドオフィス在外専門調整

員（保健・教育） 

地域保健 今仁 直美 グローバルリンクマネージメント（株）研究員 

評価分析 井関 ふみこ グローバルリンクマネージメント（株）研究員 
 

調査期間 2011年1月15日～2月9日 評価種類 終了時評価 

３．調査結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）成果の達成状況 

  成果1：県保健管理局のマネジメント能力が向上する。 

  指標：①各研修の受講者数 

     ②研修ごとの達成評価の結果 

本成果は達成された。2名の経理職員を含む延べ74名が、コンピューター研修、チームワ

ーク・リーダーシップ研修、県議会所定基準にそった経理研修等を受講した。県保健管理

局におけるパソコン台数の増大にも伴い、日常業務におけるコンピューターの使用が増加

している。同様に、経理関係の報告書の質が向上し、一部の県保健管理局職員は、通常業

務においてリーダーシップ研修で習得した技術を活用していると報告している。 
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成果2：県保健管理局及び村落診療所の執務環境が改善、維持される。 

指標：リソースセンターの利用者数 

本成果は達成された。保健関連資料へのアクセス向上を目的としたリソースセンターの

設立、県保健管理局内の一部改修、機材（発電機、オフィス用家具、バイク、村落診療所

向けの基礎的医療機材、ソーラー冷蔵庫用スペアパーツ等）の供与が行われ、2010年12月

時点で、1年9カ月間のリソースセンターの利用者数は500名に上った。 

 

成果3：包括的なサポーティブ・スーパービジョンのシステムが強化され、効果的に実施さ

れる。 

指標：県保健管理局会議に提出されたチェックリストの数 

本成果は、一部達成されている。本プロジェクトでは、一人の監督官が担当する5～10棟

の村落診療所においてプログラム横断的な指導・監督を定期的に行う「包括的なサポーテ

ィブ・スーパービジョン」という概念を基にしたシステムを構築し、適切なチェックリス

トなどのツールを開発することでそのシステムの強化を図った。現行のシステムにおいて

はチェックリストはコーディネーターに提出し、県保健管理局モニタリング・評価部にて

保管されることになったため、本成果は現状にあわせ、①開発されたツールの質・利便性

と②包括的サポーティブ・スーパービジョンの実施状況について評価を行った。ツールは、

概して利便性が高く、有用性についても高い評価を得ており、既に必要不可欠なツールと

して使用されている。ただし、県保健管理局から村落診療所へのフィードバック体制が確

立するまでにいたっていない影響で、いまだ活用されていないツールも見受けられた。ま

た、包括的なサポーティブ・スーパービジョンのシステムは構築されつつあるが、予算不

足、人手不足により予定通りの実施は困難であった。 

 

成果4：村落診療所から県保健管理局への報告業務管理が強化され、効果的に実施される。

指標：最低限必要な情報を含んだ村落診療所からの報告書数 

本成果は達成されている。村落診療所からの定期報告書の提出率は80～85％から98％に

改善された。提出前に県保健管理局監督官が村落診療所の職員とともに報告書をレビュー

するスーパービジョンの強化（成果3）が、報告書の質と提出率の改善に貢献していると考

えられる。また、村落診療所からの定期報告書フォーマットが保健衛生省によって改訂さ

れた際に、プロジェクトは村落診療所職員を対象に、報告書の記入方法の研修を複数回実

施した。加えて、保健衛生省によるイニシアティブを補完する形で、2009年に保健情報デ

ータベースが導入された際にM&E部門担当官の研修、2010年に医薬品在庫管理ツールであ

るロジスティックスマネジメント情報システムが導入された際に、県保健管理局職員及び

村落診療所職員に対して研修を実施している。 

 

成果5：県保健計画策定システムが強化される。 

指標：県保健計画策定に関与した関係者の人数 

本成果は達成されている。保健衛生省の2008/2009年包括的県保健計画、2010年県保健計

画策定ガイドラインにそって、日本人短期専門家が、計画策定のステップごとに、県保健

管理局の選出メンバーを丁寧に指導したことにより、県保健計画策定のシステムは強化さ

れた。県保健計画の策定プロセスに関与した関係者が、2008年27名から2010年48名に増加

しているように、幅広いステークホルダーの参画が実現していることがうかがわれる。県

保健計画の各県の質を分析し、保健衛生省へのフィードバックなどを通じて、プロジェク

トは中央レベルにおける県保健計画システムの強化にも貢献している。 
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成果6：県保健管理局と、県議会、村落診療所、その他関係者との連携が強化される。 

指標：定期的に開催される会議の数 

本成果は達成されている。連携強化のために、県保健管理局は県のステークホルダーと3

種類の定期的会合を開催している。四半期ごとに開催する県保健管理局及び開発パートナ

ーが参加するインターエージェンシー会議は、情報共有のプラットフォームであり、カン

ビア・ヘルスデー等の県内のイベントへ開発パートナーの参加・協力を促す機能も果たし

ていた。県保健計画策定（成果5）の参加型アプローチは、成果6にも貢献している。また、

成果1の経理担当者研修を通して、県保健管理局で使用される経理費目を県議会と統一した

ことで両者の経理記録の照合が可能になり、連携強化にも顕著な成果を上げている。本成

果の下で作成されたカンビア・ヘルス・ダイレクトリーは、カンビア県の保健概況、すべ

ての村落診療所の現状や県内で活動するNGOのプロファイルが掲載されたもので、特に保

健支援を計画する際に非常に有用であると評価されている。 

 

（２）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：県保健管理局、村落診療所、県議会が、コミュニティの保健ニーズを

汲み取り（サービスに反映させる）より高いマネジメント能力を備えることによっ

て、質の高い、公平な保健サービスを提供する体制が強化される（より良い包括的

県保健計画の策定能力強化）。 

指標：県保健計画の質が向上する。 

成果1～6で記述したように、プロジェクトは県保健管理局の全般的なマネジメント能力

を強化しており、プロジェクト目標は達成されたと考えられる。指標である県保健計画は、

プロジェクト期間中、より幅広いステークホルダーが策定に関与することとなった。また、

カンビア県が作成した2011年の計画は最も質の高い県計画の一つであると保健衛生省から

認識されている。ただし、県レベルの保健計画は、プロジェクト期間中に包括的保健計画

（Comprehensive District Health Plan）から県保健計画（Local Council Health Plan）に変更さ

れ、フォーマットも変更されたため、厳密な質の比較は困難である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

現行の政策やニーズと合致しており、本プロジェクトの妥当性は高い。また、技術移転

の方法として、新イニシアティブが県レベルに導入される時期に、日本人短期専門家が県

保健管理局職員に対して丁寧な指導を実施したことは、効果的であったと報告されている。

国の保健システムが中央レベルでいまだ構築中のうえ、地方分権化があまり進んでいない

段階で、県保健管理局を主なターゲットグループとして選択したことは適切ではなかった

と考えられるものの、プロジェクトでは保健衛生省での合同調整委員会の実施、保健衛生

省に対する専門家の活動報告など中央レベルの巻き込みにも努めた。なお、カンビア県保

健管理局の実際の能力が把握されたうえで、プロジェクトのスコープに対する投入がより

現実に即してデザインされていれば、妥当性はより高いものとなっていたと考えられる。

 

（２）有効性 

プロジェクトの活動によりプロジェクト目標が達成されており、有効性が認められる。

保健施設の改修やコンピューター研修等カウンターパートが直面するニーズに対応した活

動を含めたことは、能力強化という成果が見えにくいプロジェクトに対する県保健管理局

の関心の向上にも有用であったと思慮される。 
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（３）効率性 

本プロジェクトの効率性は限定的である。プロジェクト開始後、現状に合わせてプロジ

ェクトのスコープが狭められかつ投入が追加されたため、その際に既に投入されかつ県保

健管理局の通常業務に関連しているものの、本プロジェクト評価の対象外となった活動（コ

ミュニティ啓発）がある。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトの正のインパクトは、①県保健管理局のチームワークの向上、②改修さ

れた村落診療所におけるサービス提供の向上、③中央レベルにおける日本人専門家の貢献

により、保健衛生省が人材の能力強化を重要視するようになったことが挙げられる。上位

目標に関する正のインパクトは信頼性があり、かつ経時的に比較可能なデータが入手でき

なかったため、測ることは困難である。ただし、保健指標の改善に直接的なインパクトを

及ぼすと推定される近年の母子保健サービスの無料化に伴い、本プロジェクトではサービ

スの利用増加に対応するための薬品、医療資機材管理システム及び報告書作成に関する研

修を行っている。本研修の成果が継続し、県保健管理局及び村落診療所が増大するサービ

ス利用に対応できた場合、正のインパクトが期待される。 

 

（５）持続性 

本プロジェクトの持続性は中程度である。県保健計画及びサポーティブ・スーパービジ

ョンは保健衛生省の戦略的優先事項と認識されており、政策面での持続性は比較的高い。

一方、スーパービジョンのような通常業務のための予算も不足している県保健管理局の現

状では、財政的持続性は懸念材料である。プロジェクト終了後の、保健衛生省や関連省庁

による予算確保が望まれる。技術面での持続性は、個人レベルで蓄積された技術を県保健

管理局内で普及させるような体制の確立にかかっている。本プロジェクトによって作成さ

れたツールやマニュアルは、適切に維持されることで、技術的持続性に貢献すると判断さ

れる。県保健管理局のメンバーは、必要に応じてチェックリスト等の修正・改訂を実行す

ることが可能なレベルにあると推定されるため、そのモチベーションの維持・向上が鍵と

なると思われる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

特になし 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・プロジェクトチームとJICAシエラレオネフィールドオフィス間の緊密な連携があったこ

と。 

・県保健管理局は、サポーティブ・スーパービジョン、県保健計画、村落診療所からの定

期報告書については、比較的高いオーナーシップを保持していること。 

・状況に併せてPDMの改訂を行い、実現可能なプロジェクトのスコープとしたこと。 

・カウンターパートの関心を喚起するために、カウンターパートが直面するニーズに対応

する活動を含めたこと。 

・プロジェクト実施期間中に、県保健計画の策定や母子保健サービスの無料化のように中

央レベルからの様々なイニシアティブが導入されたが、プロジェクトが国レベルの保健

システムと重複した県レベルでの別システムを構築しないよう、これらのイニシアティ
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ブに柔軟に対応したこと。 

 

３－４ 問題点及び問題を引き起こした要因 

（１）計画内容に関すること 

・シエラレオネにおける保健行政システム全般がいまだ構築過程にあり、県レベルへの権

限委譲の状況も未成熟な段階で、県レベルを主なカウンターパートとしたため、プロジ

ェクトが中央からのイニシアティブにその都度対応する必要があったこと。 

・他国の成功事例を適用する際に、カンビア県保健管理局の推定能力に基づいてプロジェ

クトが形成された結果、実施開始後に計画内容の調整が必要となったこと。また、プロ

ジェクト形成時の県医務官が異動となったことも、プロジェクトの実施に影響を及ぼし

た。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・プロジェクトマネージャー（県医務官）の頻繁な異動により、その都度新たにプロジェ

クトへの理解を得てもらう必要があったこと。 

・県保健管理局が関係する研修やキャンペーンが中央レベルで頻繁に企画され、その多く

の開催日通知が直前であったため、プロジェクト活動予定が左右されたこと。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトによって、県保健管理局が県保健計画策定、村落診療所の監督等の通常業務

を遂行していくための一定の能力が強化されていることは確認された。評価5項目の観点から

は、「妥当性」は高く、「有効性」も認められた。「効率性」は限定的であるものの、保健衛生省

が人材の能力強化を重要視するなどの「インパクト」も確認されている。「持続性」については

中程度であり、保健衛生省や関連省庁の予算確保や、プロジェクト後の県保健管理局の活動維

持が重要である。 

以上のように、本プロジェクトの目標は終了時までに達成される見込みであり、本プロジェ

クトは当初の計画通り2011年5月に終了する。 

 

３－６ 提 言 

【プロジェクト及び県保健管理局に対する提言】 

（１）本プロジェクトの効果の継続的な発現のために、個人レベルで習得した技術の県保健管

理局内での普遍化について、その仕組みを検討することが望ましい。 

 

【保健衛生省に対する提言】 

（１）本プロジェクトの効果が継続されるように、保健衛生省が県保健管理局のパフォーマン

スをモニターし、必要な技術的、財政的、精神的支援を行う体制を検討・確立することが

望ましい。 

 

（２）地方分権の下では、県保健管理局は県議会の一部局になる位置づけであるが、技術的機

関（technical agency）としての役割が担保され、必要な予算が確保されるように、保健衛生

省及び財務経済開発省から県保健管理局に支払われる保健予算のモニタリングを強化する

ことが望ましい。保健衛生省は、県保健管理局への適時の支払が可能となるように、関連

省庁と継続して交渉することが期待される。 
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３－７ 教 訓 

（１）国の保健システムが確立していない段階では、直接県を対象とするのではなく、中央レ

ベル（あるいは予算が許す場合は中央と県レベル双方）に支援を行うことがより効果的で

あると思慮される。 

 

（２）マネジメント能力強化プロジェクトはその効果が目に見えにくいため、カウンターパー

トの関心やオーナーシップを喚起することが難しい。具体的な効果の見えやすいコンポー

ネント（施設の改修等）を一部織り込むことも必要と考えられる。 

 

（３）他国での成功事例を導入する場合は、その技術レベルの前提条件を精査し、対象国の現

状で可能か照らし合わせることは、対象国のレベルに適したプロジェクトを形成するにあ

たって効果的である。そのためにも、キャパシティ・アセスメントの実施が望ましい。 

 

（４）指標の設定にあたっては、データの入手可能性を確認すること。 

 

３－８ フォローアップ状況 

本プロジェクトはカンビア県における県保健計画策定能力強化の支援を行ったが、現在、保

健衛生省内においても、各県保健管理局及び村落診療所のサービス提供状況を査定するための

サポーティブ・スーパービジョンの重要性の認識が高まっている。このような背景から、平成

23年度実施案件として、国レベルでのサポーティブ・スーパービジョン強化を目的とした個別

専門家の要請が挙がっている。 
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Evaluation Summary  
 

I. Outline of the Project 

Country: The Republic of Sierra Leone Project title: The Project for Strengthening District Health Management 

in Kambia District 

Issue/Sector: Health (human resource 

development) 

Cooperation scheme: Technical Cooperation Project 

Division in charge:  

JICA Ghana Office 

Total cost (as of January, 2011): 240 million yen 

Period of 

Cooperation 

May 2008 - May 2011 Implementing Organisation: District Health Management Team of 

Kambia District; Ministry of Health and Sanitation 

 Supporting Organisation in Japan:  

1.  Background of the Project 

     Transiting from the post conflict to development stages, the health sector of Sierra Leone continued to be 

characterised by its high mortality and morbidity, with poor access to clean water and medical care as two of the 

major underlining factors.  Majority of the Development Partners (DPs) are making direct investment in service 

delivery, especially in reproductive and child health in order to achieve the MDGs’ health related goals. 

Meanwhile the country initiated decentralisation of the government administration in 2004, with which the roles 

and responsibilities of the District Health Management Teams (DHMTs) in delivering health care through 

Peripheral Health Units (PHUs) significantly increased.  In view of the needs to strengthen management 

capacities of DHMTs through human resource and system development, Ministry of Health and Sanitation 

(MOHS) requested JICA’s support in implementing a three-year project called “The Project for Strengthening 

District Health Management in Kambia”.  Responding to the request, the project was started at DHMT which 

locates next to the district hospital, where Medecins Sans Frontieres has just pulled out as the country shift to 

development phase. It was the 1st technical cooperation in health sector for JICA. 

 

2.  Project Overview  

     The project aimed to strengthen the management capacities of the Kambia DHMT which supervises health 

facilities and establish annual district health plan in Kambia district. 

 

(1)  Overall Goal 

    The health status of people in Kambia is improved. 

 

(2)  Project Purpose 

Quality and equitable health service delivery is strengthened by the management capacities of DHMT, PHUs and 

District Council in Kambia District to better address health needs of the community (to strengthen the capacity of 

DHMT for establishing a good annual district health plan) 

 

(3)  Outputs 

1)  Management capacities of DHMT are developed. 

2)  Office environment of DHMT and PHUs is improved and maintained.    

3)  Comprehensive supportive supervision is strengthened and effectively operated. 
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4)  PHU reporting system is strengthened and effectively operated. 

5)  System for Comprehensive District Health Planning is strengthened. 

6)  Coordination of DHMT with District Council, Pus and relevant stakeholders is strengthened. 

 

(4)  Inputs (as of January, 2011) 

  Japanese side: 

Long-term Expert  1 person (36 M/M) 

Short-term Experts A total of 7 persons (37.4 M/M) 

Provision of equipment: Equivalent to JPY 10,622,312 (by the JICA standard 

exchange rate of February 2011) 

Local Operational Expenses support: Equivalent to JPY 65,280,160 (by the JICA standard 

exchange rate February 2011) 

 Sierra Leonean side: 

Counterpart personnel: 23 persons (1 from MOHS, 22 from DHMT) 

 Provision of spaces (Project office, resource centre, training venue, etc.) 

 Vehicles/transport for the training activities and study tour 
 

II.  Evaluation Team 

Members of 

Evaluation 

Team 

 

Team leader Koichi Kito  Senior representative, JICA Ghana Office 

Cooperation Planning Megumi Kato Assistant Resident Representative, JICA Ghana Office 

Cooperation Planning Kiyomi Koroma Overseas Survey Specialist, JICA Sierra Leone Field Office

Community Health Naomi Imani International Health Specialist, Global Link Management 

Evaluation and Analysis Fumiko Iseki Researcher, Global Link Management  
 

Period of 

Evaluation 

15 January – 9 February, 2011 Type of 

Evaluation

Terminal Evaluation 

III.  Results of Evaluation 

1 Project Performance 

(1)  Outputs 

Output 1: Management capacities of DHMT are developed. 

Indicator 1-1: The number of people trained in each training 

        1-2: Results of achievement assessment in each training 

        (Additional indicator: application of skills acquired to their work) 

      The output 1 was achieved. The following achievements were made under this output: A total of 74 

persons, including two finance officers, were trained under this project in computer skills, teamwork and 

leadership and accounting procedures and practices of the GoSL/Kambia District Council.  As a result, the overall 

usage of computer in routine work has increased, thanks also to more computers now available at DHMT. 

Likewise, finance-related reports are reportedly of better quality now and leadership skills are being applied by 

some of the officers in their routine work.  

 

 Output 2: Office environment of DHMT and PHUs is improved and maintained. 

Indicator 2-1: Number of users of Resource Centre 

     The output 2 was achieved through establishing a resource centre within DHMT as the central depot of 

health-related information materials, as well as through some minor renovations at DHMT, provision of a 
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generator, office furniture, some basic medical equipment, spare parts for dysfunctional solar-powered refrigerators 

and motorbikes for supervisors, and so forth.  The resource centre clocked up 500 users by the end of December 

2010.  

 

Output 3: Comprehensive supportive supervision is strengthened and effectively operated. 

Indicator 3-1: Number of checklists submitted to DHMT meeting 

     The output 3 has been partially achieved. The system has been strengthened by the Project through 

introducing the concept of “comprehensive supportive supervision” and developing tools for the supervision such 

as check lists. The check list in the current system is submitted to the coordinators, and is kept at the evaluation 

division of the DHMT. Considering the situation change, the information as follows was collected for the better 

analysis; (1) the quality and the convenience of the developed tools, and (2) the comprehensive supportive 

supervision. The tools are utilised as requisite implements due to high convenience and effectiveness. However, 

there are some tools that has not been utilised as the feedback system from DHMT to PHU has not been fully 

established. Moreover, the comprehensive supportive supervision has not been fully implemented as planned 

because of the lack of budgets and human resources.  

 

Output 4: PHU reporting system is strengthened and effectively operated. 

Indicator 4-1: The number of PHU reports qualified by minimum requirement 

     The output 4 was achieved. The achievement under this output is signified by the submission rate of the 

PHU reports, which has improved from 80-85% to 98%.  It is primarily attributed to the strengthened supervision 

(output 3), in which supervisors go through the reports with the PHU staff correcting errors on the spot before they 

are submitted.  The project organised training and orientation sessions on how to fill the reporting forms when 

they were modified by the MOHS several times during the project period.  Other activities complementary to the 

MOHS’s initiatives include training of M&E staff in the District Health Information System (DHIS) and of DHMT 

members and PHU staff in Logistics Management Information System (LMIS) when they were introduced to the 

district by MOHS in 2009 and 2010 respectively.   

 

Output 5: System for Comprehensive District Health Planning is strengthened. 

Indicator 5-1: Total number of people involved in the process of CDHP 

     The output 5 was achieved. The planning system was strengthened by the selected DHMT members working 

closely with Japanese experts who coached them through every step of the planning in accordance with the 

guidelines provided by MOHS for Comprehensive District Health Plan (CDHP) in 2008 and 2009 and for Local 

Council Health Plan (LCHP) in 2010. It has become more participatory evident from the increase in the number of 

people who took part in the process from 27 in 2008 to 48 in 2010.  The project also contributed in strengthening 

the planning system at the national level through an analysis of the qualities of LCHPs from different districts and 

giving feedback to MOHS.  

 

Output 6: Coordination of DHMT with District Council, PHUs and relevant stakeholders is strengthened. 

Indicator 6-1: Number of meetings regularly conducted 

     The output 6 was achieved. In order to strengthen its coordinating function, DHMT instituted three regular 

meetings with stakeholders in the district, including the quarterly Inter-Agency Meeting which serve as a platform 

for information sharing.  Through this mechanism the stakeholders’ cooperation for Kambia Health Day was 

effectively solicited.  The participatory approach for planning of the CDHP/LCHP (output 5)also contributed to 

the output 6.  Similarly a significant progress was made through the training of finance officers, an activity under
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the output 1, through which the accounting practices at DHMT were aligned more closely to those of the District 

Council (DC), increasing the compatibility of the financial records kept by the two. The Kambia Health Directory, 

a publication produced under this project, is widely recognised as a useful resource especially for those making 

health-related interventions.  

 

(2) Project Purpose: Quality and equitable health service delivery is strengthened by the management capacity of 

DHMT, PHUs and District Council in Kambia District to better address health needs of the 

community (to strengthen the capacity of DHMT for establishing a good annual district 

health plan)” 

Indicator: Quality of CDHP is improved 

     The project purpose was achieved. The project has managed to improve overall management capacity of 

DHMT to some extent, as already discussed under the outputs 1-6 above. CDHPs were drafted with various 

stakeholders during the project period. Also, the plan drafted by the Kambia district is recognised as one of the 

highest quality district plan by MOHS. However, the assigned indicator found invalid as the quality of CDHPs and 

LCHP are not comparable. This is due to the differences in methodologies and presentation formats employed by 

changing from CDHP to LCHP.  

 

2．Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 

     The relevance of the project in terms of the prevailing policies and the needs is high. In terms of 

methodologies of technical transfer, having Japanese experts as dedicated coaches for DHMT members, especially 

when a new initiative was introduced to the district, was reportedly an effective way to build up the capacity. 

Selecting a DHMT as the main target may not have been appropriate when the country’s health system is being 

redesigned at the central level and when the decentralisation of the government system had not progressed much, 

but the project tried to involve the national level counterparts through organizing Joint Coordinating Committee 

together and reporting the progress periodically. The design of the project, including the scope and the size of 

inputs, could have been more relevant to the reality if the actual (as against the perceived) capacity of the Kambia 

DHMT had had been assessed and taken into consideration at the planning stage of the project.     

 

(2) Effectiveness 

     The effectiveness of the project can be recognised due to the achievement of the project purpose. The 

rehabilitation of the health facilities and the training of the ICT, including activities of accommodating needs of the 

counterparts, contributed to promote DHMT’s interest to the project containing the difficulties of the invisible 

output on capacity development. 

 

(3) Efficiency 

     The efficiency of the project does not appear to be high as of the terminal evaluation. During the project 

implementation, the scope of the project was more focused and the inputs were added to reflect the situation of the 

project. When the scope of the project was narrowed down, some activities already carried out, such as those 

related to community mobilisation, became out of focus of the project even though they are in fact still relevant to 

the DHMT’s mandate.   

 

(4) Impact 

     The positive impact of the project is visible in the following: (1) the reported improvement in DHMT in 
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working as a team, (2) improved service delivery at the PHUs rehabilitated under this project and (3) good 

recognition of JICA’s cooperation within MOHS due to the assistance/contributions at the central level made by 

the Japanese experts. The impact of this project as per the overall goal could not be assessed due to the lack of 

applicable and credible set of data on the indicators.  With the recent introduction of the Free Health Care 

Services, through which maternal and child health care is provided free of charge, the project has  conducted the 

training such as medical commodity management and reporting to enable them to respond the increasing service 

demand.   If they maintain their knowledge attained through the training and continue responding to the 

increasing utilization of the service, the positive impact is expected. 

 

(5) Sustainability 

The sustainability of the project is moderate. The policy environment is conducive to the sustainability, as 

such initiatives as LCHP and supportive supervision are reportedly priorities of MOHS.  On the other hand, 

the financial sustainability is not promising, in view of the current situation at the district level where funds 

are often not available even for budgeted routine activities such as supervisory visits. This would undermine 

the sustainability of the effects of this project as well as the equipment provided, unless the current 

bottlenecks in fund disbursement are identified and addressed both at the district and central levels. Technical 

sustainability depends on the future efforts by DHMT in institutionalisation of the skills and knowledge 

acquired by the individual officers.  The tools produced under the project contribute greatly to sustainability 

if they are kept properly allowing easy access by everyone.  DHMT members now seem to have adequate 

technical capacity to update/revise them as and when necessary, if sufficiently motivated. MOHS’s 

monitoring and providing technical and moral support to DHMT in this regard would be crucial. 

 

3.  Factors promoting better sustainability and impact 

(1) Factors concerning to the Implementation Process 

 DHMT recognises LCHP, supervision and PHU reporting as their major responsibilities and has good sense 

of ownership on these elements.  

 Project design and scope was revised based on the current situation through the implementation process. 

 To motivate the counterparts, the activities to meet their immediate needs are included. 

 The project accommodated the changes caused by various initiative introduced at national level and tried not 

to established duplicated or parallel system.    

 

4.  Factors inhibiting better sustainability and impact 

(1) Factors concerning to Project Design 

     As explained in (1) Relevance, DHMT was selected as the main target though the country’s health system is 

being redesigned at the central level and the decentralisation of the government system had not progressed much. 

This made the project to respond to the frequent change caused by various initiatives. Also, the change of the main 

counterpart who played the key role of project formulation affected the project implementation.   

 

(2) Factors concerning to the Implementation Process 

     The frequent change of DMOs seems to be inevitable in the current environment, which may threaten the 

sustainability unless the new DMOs are well-briefed and interested. The frequent campaign and training at national 

level and its’ sudden notice affected the plan of the project activities.     
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5. Conclusion 

  The management capacity of the DHMT has been strengthened through the Project to some extent. In terms of 

the five evaluation criteria, the Relevance is high and the Effectiveness is also recognised. Though, the Efficiency 

is limited, the Impact is also seen such as the recognition of the importance of capacity development of the human 

resources. The Sustainability is moderate. It is important to ensure the budget of the MOHS and related ministry 

and to maintain the activities of the DHMT for improving the sustainability. 

    As a result of above findings, the project purpose can be achievable, and the project will terminate in May, 

2011 as planned. 

 

6.  Recommendations 

To Project and DHMT 

 The project is to discuss and implement ways to institutionalise the skills learnt by individual officers so that 

institutional capacities are established.   

To MOHS 

 The MOHS is to monitor the performance of the DHMT and provide technical, material and moral support to 

the extent possible.  Effective and practicable ways to do so must be devised. 

 The MOHS, together with related parties, is to ensure the technical role of DHMT in the decentralised district 

administration is respected. The District Council and DHMT are to continue strengthening the financial 

monitoring system which is being developed, so that the information related to finance is effectively shared. 

 

7.  Lessons Learnt 

 When a national system is not established, it may be more effective to target the central level (and districts if 

resources permit) rather than the district level alone.   

 For capacity development projects, of which effects are often intangible and difficult to feel, it may be 

difficult to generate and sustain interest and ownership among the counterpart.  In this sense, it may be 

effective, or even necessary to include activities that address their tangible needs.   

 A joint capacity assessment involving counterparts may be not only useful for setting a baseline but also for 

establishing shared understandings on the real needs and strategies employed by the project.  It is also 

expected to increase the level of ownership and motivation among the counterpart.   

 When the indicators are set, the data availability should be confirmed. 

 

8.  Follow-up situation 

    The project has assisted to strengthen the capacity for establishing the district health plan. In current, the 

importance of the supportive supervision, which monitors the situation of service provision of DHMT and PHU, 

has been recognised by the MOHS. Based on this background, the Japanese expert to be dispatched in JFY 2011 is 

requested by the GoSL in order to strengthen the supportive supervision at the country level. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査背景及び目的 

シエラレオネ共和国（以下、「シエラレオネ」と記す）では、1991年からの政府・反政府軍間で

の継続的な戦闘後、2001年5月には停戦合意が成立、2002年1月には大統領が内戦の終結宣言を行

った。現在、緊急復興から開発の段階にシフトしつつあるが、人間開発指数は158位/169カ国（2010

年）と、紛争終結後継続的改善傾向にあるものの依然として生活の質は著しく低い状況にある。 

特に保健分野は、2010年において平均寿命48.7歳、乳幼児死亡数123人/1,000人、安全な水へのア

クセス率49％と劣悪な状況にある。その原因としては、脆弱な保健行政、保健サービスへのアク

セスの悪さ、内戦による保健インフラ施設破壊、医療従事者数・能力の不足、恒常的貧困に起因

する慢性的な栄養失調、不衛生な水の利用等が考えられている。 

対シエラレオネJICA協力の重点地域である北部州カンビア県には、医療サービスを提供する施

設として県病院1カ所、プライマリー・ヘルスケアやコミュニティへの健康教育等を担当する村落

診療所（Peripheral Health Unit：PHU）62カ所、県保健計画（Local Council Health Plan：LCHP）の

立案実施管理、県内の保健医療施設の監督とモニタリング等を担当する県保健管理局（District 

Health Management Team：DHMT）、県保健管理局の監督や包括的県保健計画（Comprehensive District 

Health Plan：CDHP）の承認と評価、予算確保等を担当する県議会保健委員会がある。しかし、県

保健管理局については、村落診療所やコミュニティからの保健情報収集、その情報を踏まえたニ

ーズ分析、ニーズを反映した効果的かつ効率的県計画の策定と実施、村落診療所におけるサービ

スデリバリー状況モニタリングなど、県保健管理局に求められる活動が十分にできていない。ま

た草の根レベルでは村落診療所とコミュニティ間、村落診療所と県保健管理局間の情報共有制度

の不備、緊急移送システムの未整備、施設の著しい老朽化等、課題が山積している。 

このような背景から、JICAは、カンビア県の保健セクターにおけるマネジメント能力強化を目

的とし、カンビア県保健管理局をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関として、2008年5月か

ら2011年5月までの3年間の予定で技術協力プロジェクト「地域保健改善プロジェクト」を実施し

ている。現在、長期専門家（地域保健衛生計画）及び短期専門家（業務調整）が派遣中であり、

これまで業務調整、コミュニティ開発、保健行政マネジメント、地域保健行政官管理能力強化、

保健計画策定の専門家が派遣されている。 

今般、プロジェクトが2011年5月で終了するにあたり、先方政府と合同でプロジェクトの実績を

確認し、計画に対する達成度を確認するとともに、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパ

クト、持続性）の観点から評価を行うべく、終了時評価調査を実施することとなった。本調査で

は評価結果に基づき、協力期間終了までの活動期間における提言を行うとともに、協力期間終了

後に取るべき対応策について協議した。また、合同評価報告書を作成し、合意文書（ミニッツ）

を締結した。 

 

１－２ 調査内容 

（１）プロジェクト関係者への質問票・インタビュー等を通じて収集した情報に基づき、プロジ

ェクト実績（投入、活動、成果、プロジェクト目標達成度等）、活動プロセス等に関する情報・

データの収集・整理を行うとともに、プロジェクト実績の貢献・阻害要因を抽出した。 
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（２）上記（１）の結果に基づき、プロジェクト目標が達成されたかどうかを評価5項目（妥当性、

有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から評価した。 

 

（３）評価結果に基づき、協力期間終了までの活動期間における提言を行うとともに、協力期間

終了後の取るべき対応策について協議した。 

 

（４）日本側、シエラレオネ側で合意した評価結果を合同評価報告書として取りまとめ、合意文

書（ミニッツ）の署名交換を行った。 

 

１－３ 調査団構成 

氏名 担当分野 所属先 派遣期間 

木藤 耕一 総括／団長 JICAガーナ事務所 次長 1/29～2/6 

ガーナからの

参加 

加藤 恵 評価企画（1） ガーナ事務所 所員（保健班総括） 同上 

コロマ 紀代美 評価企画（2） シエラレオネフィールドオフィス 在外

専門調整員（保健・教育） 

シエラレオネ

からの参加 

井関 ふみこ 評価分析 グローバル・リンク・マネージメント（株） 1/15～2/9 

今仁 直美 地域保健行政 グローバル・リンク・マネージメント（株） 1/15～2/9 

 

１－４ 調査日程 

 2011年1月15日～2月9日まで 

  
コンサルタント団員 

（地域保健行政） 

コンサルタント団員 

（評価分析） 

官団員（木藤・加藤・コロマ）

＊コロマ団員はシエラレオネ

の全日程に同行 

1月15日 土 日本発  

1月16日 日 フリータウン着  

1月17日 月 
シエラレオネフィールドオフィスとの打ち合わせ 

保健衛生省（MOHS）への評価調査概要説明 

1月18日 火 フリータウン→カンビア  

1月19日 水 
カンビア関係者への調査手法の説明、現地調査準備、プ

ロジェクト関係者との打ち合わせ 
 

1月20日 木 
県保健管理局（DHMT）、村落診療所（PHU）へのインタ

ビュー 
 

1月21日 金 PHU視察（コンタ村落診療所）  

1月22日 土 DHMT、プロジェクト専門家へのインタビュー  

1月23日 日 
団内協議 

＊先方調査団員カンビア到着 
 

1月24日 月 DHMTへのインタビュー 
DHMTへのインタビュー 

カンビア→フリータウン 
 

1月25日 火 DHMTへのインタビュー 

MOHS Directorate of Planning 

and Information（DPI）へのイ

ンタビュー 
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1月26日 水 DHMTへのインタビュー 
保健省ドナーNGO連携官へ

のインタビュー 
 

1月27日 木 
DHMTへのインタビュー 

カンビア→フリータウン 

MOHS DPIへのインタビュ

ー 
 

1月28日 金 報告書作成  

1月29日 土 報告書作成  

1月30日 日 報告書作成 アクラ→フリータウン 

1月31日 月 
団内協議 

WHOへのインタビュー 

2月1日 火 団内協議 

2月2日 水 プロジェクト専門家との評価結果共有 保健省表敬 

2月3日 木 団内協議 
プロジェクト専門家及びC/Pと

のWay Forwardの確認 

2月4日 金 ミニッツ署名、合同調整委員会の実施 

2月5日 土 報告書作成 

2月6日 日 フリータウン→アクラ 

2月7日 月 
JICAガーナ事務所及び在ガーナ日本大使館報告 

アクラ発→ 

 

 

2月8日 火   

2月9日 水 日本着  

 



 

－4－ 

第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 評価の手順 

本調査は、『新JICA事業評価ガイドライン（2010年6月：改訂版）』に基づいた評価手法に沿って、

以下のとおり実施した。 

 

（１）プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の最新版（バージ

ョン2）を評価の枠組みとした。その際PDMの指標等が不十分と判断されたため、現地調査開

始時に合同評価団及びプロジェクトチーム（日本人専門家及びC/P）と協議のうえ、成果につ

いては指標を追加し1、プロジェクト目標については、①県保健管理局のマネジメント能力向

上度合いに焦点を当て評価する、②保健サービス提供の向上についてはインパクトとして考

察することを決定した。 

 

（２）プロジェクトの目標達成度合いに貢献した要因・阻害した要因を、プロジェクトのデザイ

ン及び実施プロセスの観点から分析した。プロジェクトに関連した介入が、現状に対応して

いるかという点についても考慮した。 

 

（３）「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」の5つの観点（評価5項目）から、プ

ロジェクトを評価した。 

 

（４）プロジェクトの残り期間の活動に対しての提言と、シエラレオネ側及び日本側双方のその

他案件に対する教訓を抽出した。 

 

追加指標のリストは、付属資料1の合同評価報告書ANNEX 3を参照。 

 

評価5項目の各項目の定義は表2-1のとおりである。 

 

表２－１ 評価5項目の定義 

評価5項目 新JICA事業評価ガイドラインによる定義 

1. 妥当性 

 

開発援助と、ターゲットグループ・相手国・ドナーの優先度ならびに政策・

方針との整合性の度合い。 

2. 有効性 

 

開発援助の目標の達成度合いを測る尺度。 

3. 効率性 

 

インプットに対する成果（定性ならびに定量的）を計測する。 

開発援助が期待される結果を達成するために最もコストのかからない資

源を使っていることを示す経済用語。最も効率的なプロセスが採用された

かを確認するため、通常、他のアプローチとの比較を必要とする。 

                                                        
1 追加指標の多くは、定性的指標である。 
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4. インパクト 開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じる、

正・負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境ならびにその他の開発

の指標にもたらす主要な影響や効果を含む。 

5. 持続性 ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを測

る。開発援助は、環境面でも財政面でも持続可能でなければならない。 
出所：新JICA事業評価ガイドライン、2010年6月、p.19 

 

２－２ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

本調査では、評価分析のために定性的・定量的データを以下の方法で収集した。 

・既存資料レビュー（プロジェクト報告書・政策関連資料等） 

・アンケート調査（回答数：C/P19名・コミュニティヘルスオフィサー7名・長期専門家1名・短期

専門家3名） 

・キーインフォーマント・インタビュー（C/P、長期専門家、短期専門家、県議会（District Council：

DC）、村落診療所（Peripheral Health Unit：PHU）の医療従事者、保健衛生省、関連ドナー機関） 

・フォーカスグループディスカッション（コミュニティ住民、保健委員会） 

・直接観察 

調査対象者の詳細は、合同評価報告書ANNEX 4を参照。 

 

２－３ 評価の制約 

設定されていた指標は成果を客観的に評価するには不十分もしくは不適切であったため、２－

１で述べたように、調査開始前に、追加する評価視点についてプロジェクト関係者間（JICA事務

所、専門家、C/P）で合意した。また、各指標に対して目標値が設定されていなかったため、本終

了時評価では各成果、プロジェクト目標、上位目標に対して達成度合いを客観的に測ることが不

可能であった。各指標のベースラインが取られておらず、本プロジェクトの介入による効果を適

切に評価することが困難であったが、主に質問票調査やインタビューによって、本プロジェクト

によって引き起こされた変化を定性的に捉えることにした。 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 

 （１）専門家派遣 

1名の長期専門家、及び延べ7名の短期専門家が、プロジェクト終了までに合計73.4月/人

分の投入計画の下に派遣されている。長期専門家の専門分野は、地域保健衛生計画/業務調

整であり、プロジェクト全般の進捗を管理している。短期専門家の専門分野は、保健行政、

情報マネージメント、情報分析能力強化、スーパービジョン強化、保健計画策定、コミュ

ニティ啓発、業務調整などである。 

派遣された専門家の詳細は合同評価報告書ANNEX5を参照。 

 

 （２）海外研修 

１）ガーナ・スタディー・ツアー 

保健衛生省、県保健管理局、JICA専門家の合計13名が、JICAによる地域保健強化プロ

ジェクトが実施されていたガーナのアッパーウエスト州を約1週間訪問し、ガーナにおけ

るファシリテーティブスーパービジョン（サポーティブスーパービジョンと同様の業務

監督手法）の状況及びプロジェクト終了後の持続性確保に関する知見を得た。 

参加者の詳細は、合同評価報告書ANNEX6を参照。 

２）日本におけるプロジェクトに関連した研修 

本プロジェクトの投入ではないが、合計4名のC/Pが、下記の関連した研修に派遣された。 

 

表３－１ 本邦における関連研修 

研修コース名 派遣者数 派遣期間 参加者名/タイトル 

「アフリカ地域 地域保健

担当官のための保健行政」 

1 2008.7.1~2008.8.9 Dr. Kargbo Labour, 県医務官 

「アフリカ新生児・小児保健

医療」 

3 2009.1.21~2009.2.7 Sr. Gladys Aye Sisay, 県看護師長 1 

Sr. Hawa Kallon, 県看護師長 2 

Sr. Frances Pearce, 県病院看護師長 

 

 （３）機材供与 

終了時評価時点において、県保健管理局に供与されたプロジェクトの機材供与の実績は、

10,622,312円相当（約USD129,2932）である。主な内容は、パソコン、プリンター、バイク、

ソーラー冷蔵庫のスペアパーツ等である。 

詳細については合同評価報告書ANNEX7を参照。 

 

 （４）現地業務費 

プロジェクト終了までに、日本側現地業務費として合計65,280,160円相当（約USD794,578）

                                                        
2 為替レートは、2011年2月のJICA統制レートUSD＝JPN82.157を使用。 
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が支出見込みである。 

現地業務費に関しての詳細は、合同評価報告書ANNEX8を参照。 

 

 ３－１－２ シエラレオネ側投入 

 （１）C/Pの配置 

2011年1月現在において、保健衛生省の次官がプロジェクトダイレクター、カンビア県保

健管理局の県医務官（District Medical Officer：DMO）がプロジェクトマネジャー、及び他

の21名のカンビア県保健管理局のメンバーから構成される合計23名のC/Pが配置された。 

カンビア県保健管理局C/Pの詳細については、合同評価報告書ANNEX9を参照。 

 

 （２）プロジェクトのスペース（プロジェクト事務所、リソースセンター、研修場所等） 

 

 （３）研修及びスタディーツアー時の車両提供 

 

３－２ 成果の達成状況 

（１）成果1 

「県保健管理局のマネジメント能力が強化される」 

本プロジェクトにおいては数多くの研修が実施されているが、成果1の活動としては県保健

管理局全職員を対象としたコンピューター研修及びチームワーク・リーダーシップ研修、ま

た県保健管理局と県病院の経理担当を対象とした経理研修が行われた。指標の達成状況は表

3-2のとおりである。 

 

表３－２ 成果1の指標の達成状況 

研修 達成状況 

研修名 対象 

指標1-1： 

各 研 修 の 受

講者数 

（2011年1月

28日現在） 

指標1-2：各研修ごとの達成評価の結果 

 

コンピューター研

修（ワード、エクセ

ル、パワーポイン

ト、インターネッ

ト、メール） 

県保健管理局職員、

一部のコミュニティ

ヘルスオフィサー、

県議会保健委員会委

員、県病院事務職員

49* ワードを使用してレターや報告書などの文書を

作成することが可能となった。エクセル、パワ

ーポイント、インターネット、メールに関して

も、個人差はあるが基本的な操作は学習された。

チームワーク・リー

ダーシップ研修 

県保健管理局職員 23 研修は実施されたものの、研修前後を比較した

達成度の評価は行われていない。 

経理研修 県保健管理局及び県

病院の経理担当官 

2 財務管理にエクセルが導入された。また県議会

所定の基準にそった簿記技術を学んだことによ

り、予算管理の基盤が強化された。 
*グループ研修（計8回）及び個人研修の延べ受講者数 

 

達成度の評価が行われていない研修もあるため、本評価ではPDMの指標に加えて、研修で

得られた知識・技術が県保健管理局の日常業務にどのように活かされているかを評価の視点

として追加した。 
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コンピューター技術に関しては、個人差は大きいものの、県保健管理局全体として日常業

務におけるコンピューターの使用が増加していることが確認された。ここ数年で県保健管理

局内のパソコンの数が増大し、同時に保健衛生省やドナーから報告書類を電子データで提出

することが期待されるようになってきているため、本研修は直近のニーズにタイムリーに対

応したものとしてC/Pからも高い評価を受けている。 

チームワーク・リーダーシップは研修効果の確認が困難な性質のものであるが、県保健管

理局職員の中には村落保健所職員の指導やワークショップのファシリテーションの際に、リ

ーダーとしての資質や役割を意識して行うようにしていると報告した者もあり、本研修は成

果3（サポーティブ・スーパービジョン）の達成にも貢献していると考えられる。 

経理研修の成果としては、県保健管理局の経理部門に関する限りでは、経理関係の報告書

の質が向上したこと、書類が適切に保管されるようになり県保健計画（Local Council Health 

Plan：LCHP）2011策定の際に必要な経理情報が提出されたこと3などが報告されている。また、

本研修時に県保健管理局で使用されていた経理費目を県議会のものと統一したことで両者の

経理記録の照合が可能になっている。これは本活動が県保健管理局と県議会間のコーディネ

ーションの向上（成果6）にも貢献していることを示している。一方で、数日の経理研修で達

成されたことは基礎的事項のごく一部でしかないため、更なる研修の必要性が本研修を担当

した県議会の経理担当者より提言されている。 

以上のことにより、課題は残るものの、成果1は達成されていると結論づけることができる。 

 

（２）成果2 

「県保健管理局及び村落診療所の執務環境が改善・維持される」 

指標の達成状況は表3-3に示すとおり。 

 

表３－３ 成果2の指標の達成状況 

指標 達成状況 

2-1. リソースセンターの利用

者数 

延べ500人（2009年4月～2010年12月*） 

（内訳：県保健管理局職員130名、その他の政府関係者141名、

非政府組織関係者171名、その他58名） 
*2008年6月～2009年3月の利用者記録なし。 

 

上記指標のみでは成果の達成状況を判断するのが困難であるため、本調査では改修・設立

された施設の概要とその維持状況を調査した（合同評価報告書ANNEX11参照）。以下にその主

なものの考察を述べる。 

１）リソースセンターの設立 

リソースセンターは、保健関連資料へのアクセス向上を目的に、個人で保管されていた

文書類をまとめて保管・管理する場所としてプロジェクト開始直後に設立された。当初は

県保健管理局内にコンピューターが少なかったため、報告書類の作成を補助するためにコ

                                                        
3 包括的県保健計画（CDHP）2010作成の際は、経理情報が県保健管理局で保管されておらず、県議会の経理部より必要情報を

入手した。 
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ンピューター端末が2台設置され、現在はサテライト経由でインターネットにも接続されて

いる。同センターは、保健関連事業に携わる政府・非政府組織関係者に広く開放されてい

るが、政府関連機関及びNGO等の利用者が増大傾向にあるのに対し、県保健管理局職員の

利用は当初に比べると著しく減少していることが見て取れる（表3-4）。これは県保健管理局

内にコンピューター端末が増加したことが背景にあると思われるが、県保健管理局内のメ

ールを含むインターネット需要にかんがみると、利用者記録の記入が徹底されていない可

能性も大きいと思われる。また最近の記録を見る限り、ほとんどの利用者はメール/インタ

ーネットの利用を目的として来所しており、現在のリソースセンターの需要が当初の目的

とは異なってきていることが考察される。 

現在同センターの管理は、JICAが雇用したプロジェクトスタッフによって行われている。

2008年6月～2010年9月までの28カ月間の運営経費は人件費を除いてUSD35,882であり、その

約66％にあたるUSD23,800がインターネット接続（プロジェクト事務所と共有）にかかわる

ものである4。 

 

表３－４ リソースセンター利用者の推移 

 合計 県保健管理局 その他の政府機関 NGO他 

2009年4月 24 21 3 0 

2009年5月 19 15 4 0 

2009年6月 14 9 0 5 

2009年7月 7 4 0 3 

2009年8月 25 15 3 7 

2009年9月 22 13 3 6 

2009年10月 36 15 10 11 

2009年11月 25 2 12 11 

2009年12月 15 4 1 10 

2010年1月 2 2 0 0 

2010年2月 10 1 6 3 

2010年3月 24 4 3 17 

2010年4月 8 0 3 5 

2010年5月 10 1 4 5 

2010年6月 25 4 7 14 

2010年7月 35 10 15 10 

2010年8月 36 4 10 22 

2010年9月 56 3 22 31 

2010年10月 49 3 16 40 

2010年11月 35 0 12 23 

2010年12月 23 0 7 16 

合計 500 130 141 229 

 

                                                        
4 終了時評価時点においては、毎月約USD850のサテライト式インターネット使用料を県保健管理局が負担することは困難であ

るため、プロジェクト終了後のインターネット設備の継続利用に関して、JICA、県保健管理局、保健衛生省間で協議中であ

った。 
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２）村落診療所の改修 

本プロジェクトにおいてはマンゲビサン、カマンベウ、コンタの3カ所において、地域住

民の参画を得て村落診療所の改修を行っている。地域住民の貢献により、改修された診療

所棟の清掃・管理のほか、隣接する職員住居棟の改善、井戸や塀など付随施設の設立が行

われていることが確認された。 

なお、3カ所のうちコンタ村落診療所の改修は、県病院の焼却炉の改修や基礎的医療機材

の供与と並んで成果5（県保健計画策定システムの強化）に関連する活動として実施されて

おり、若干異なった意義をもつものである。詳細は成果5を参照のこと。 

３）県保健管理局執務室の環境整備 

成果4（村落診療所からの報告業務管理の強化・維持）に関与の大きいモニタリング・評

価（M&E）部及び医薬品管理部の執務環境の整備を実施した。M&E部に関してはその執務

室をより大きな部屋に移動し、村落診療所からの報告書やスーパービジョンの管理ツール

であるチェックリスト（成果3に詳述）の適切な保管・管理に必要な本棚等を設置、さらに

ファイリングの指導を行った。また医薬品管理部に関しては、ロジスティックスマネジメ

ント情報システム（Logistics Management Information System：LMIS5）の導入により在庫管

理にコンピューターが使われるようになったのを機に、薬品倉庫内部を仕切りで区切り、

机や棚などを設置して執務スペースとした。どちらも簡便な改修ではあるが、これによっ

て業務効率が上がったことが担当者より報告されている。なお、プロジェクトは県保健管

理局の要望に応えて、医薬品管理部と同様の「仕切りで区切られた執務スペース」を新設

の管理栄養士の執務室として設置している。 

４）その他 

供与されたバイクや発電機の保管のためのガレージが県保健管理局の敷地内に設立され

ており、良好に維持されている。 

以上の状況から、成果2は達成されていると判断することができる。なお、プロジェクト

終了後のリソースセンターの維持に関しては、設立当初の目的と現在の需要及び維持管理

費を十分考慮に入れてその管理体制を決定することが必要と思われる。 

 

（３）成果3 

「包括的なサポーティブ・スーパービジョンのシステムが強化され、効果的に実施される」 

県保健管理局の監督下にある村落診療所を指導することは、県保健管理局の重要な役割の

一つである。プロジェクト開始以前はマラリア、HIV/AIDSといったいわゆる「縦割りプログ

ラム」の担当官が個別に施設を訪問し、担当プログラムだけをチェック・指導するという形

でスーパービジョンが行われており、担当者間の連携がなされていなかった。ツールとして

は簡単なチェックリストが存在したが、その使用状況やフォローアップに関するモニタリン

グは行われていなかった。このような状況にかんがみ、本プロジェクトでは、一人の監督官

が担当する5～10棟の村落診療所においてプログラム横断的な指導・監督を定期的に行う「包

括的なサポーティブ・スーパービジョン」という概念を基にしたシステムを構築し、適切な

チェックリストなどのツールを開発することでそのシステムの強化を図った。なお、本プロ

                                                        
5 コンピューター・ベースの医薬品在庫管理ツール。 
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ジェクトの進捗が全体的に遅れた結果、本成果にかかわる活動が開始されたのはプロジェク

ト二年次の後半であった。 

指標から見る本成果の達成状況は表3-5のとおりである。 

 

表３－５ 成果3の指標の達成状況 

指標 達成状況 

3-1. 県保健管理局会議に提出

されたチェックリストの数 

チェックリストは、現行のシステムにおいては監督官のコーデ

ィネーターに提出されたあとM&E部門にて保管されることに

なっているため、県保健管理局会議に提出されることはない。

 

PDMに設定された上記の指標から本成果の達成度を測ることは不適当と判断されたため、

本調査においては①開発されたツールの質・利便性と②包括的サポーティブ・スーパービジ

ョンの実施状況を考察した。 

１）ツール 

下記の包括的スーパービジョンに関するツールが作成された。開発に際しては、日本人

専門家がツールの原案を作成し、実際に使用しながらC/Pとともにより実用的なものに改良

していくという手法が取られている。 

a）ガイドライン 

b）チェックリスト 

c）村落診療所から提出される月例報告書のチェックポイント 

d）発見された問題点などの概要を記録・報告するチーフダム6別サマリーシート 

e）村落診療所別のサマリーシート 

f）問題に対する県保健管理局の行動計画の様式 

a）のガイドラインは包括的スーパービジョンの意義や手順などを文書化したものであり、

システム化されたスーパービジョンの手引書として、県保健管理局のスーパーバイザーの

間ではその有用性に関し高い評価を得ている。しかし終了時評価時において、県保健管理

局はより効果的なスーパービジョンのシステムをいまだ模索中であり7、本文書が最終化さ

れるにはいたっていない。 

b）チェックリスト、c）月例報告書のチェックポイントは、既に実際のスーパービジョ

ンにおいて必要不可欠なツールとして使用されている。しかし、双方とも新しい方針が中

央から導入されるたびに改訂を行っていく必要があり、終了時評価時点においても短期専

門家の指導の基で改訂が行われていた。県保健管理局職員が今後単独でツールの改訂を行

っていく技術的な能力は培われていると考えられる一方で、多忙な業務に流されることな

く地道な改訂作業を継続していくためには、県保健管理局担当官の強固なコミットメント

と内外からの継続的な支援が重要である。 

                                                        
6 チーフダムは、シエラレオネ第三行政区分（県の下）に該当し、カンビア県は7チーフダムから構成されている。 
7 2010年7月にはガーナのアッパーウエスト州へのスタディーツアーが実施され、その後同州の事例によったシステムが取り入

れられることになったが、その後県医務官が替わったこともあり、終了時評価時点で再度サポーティブ・スーパービジョン

システムの見直しが行われていた。終了時評価時の監督・指導システムの概要は合同評価報告書ANNEX12を参照のこと。 
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d）チーフダム別サマリーシート、e）村落診療所別のサマリーシート、f）県保健管理局

の行動計画の様式はどれもシンプルなフォーマットで使いやすいものと思われるが、いま

だほとんど使用されていない。これは現段階において、情報共有やフィードバック体制が

確立されていないことと関連していると思われる。 

２）包括的サポーティブ・スーパービジョンの実施状況 

サポーティブ・スーパービジョンの実施に関しては、監督官となっている県保健管理局

職員、コミュニティヘルスオフィサーともにその重要性は多分に認識している。非常に前

向きではあるが、村落診療所訪問に必要なバイクの燃料が往々にして確保されないこと、

キャンペーンや会議・ワークショップへの参加などその他の業務が多忙であることなどか

ら、計画通りには実施されていないのが現状である。燃料に関しては2011年の県保健計画

において十分な予算が確保されている旨報告されているが、これまでの例から見る限り計

画通りに予算が執行される可能性は低く、本プロジェクトで築いてきたシステムの実施に

あたっては、予算及び監督官の時間の確保が大きな課題となっている。 

また、村落診療所を訪問した際に明らかになった問題点の共有及びフォローアップにつ

いては、県保健管理局内で協議が継続されているが、現時点においては明確なフィードバ

ック体制が確立されるにいたっていない。これは村落診療所を定期訪問することを優先事

項として、システム構築が進められてきたことに由来すると思われる。 

以上の状況から、成果3についてはシステム化に関する一定の進捗は見られており、一部

達成されていると判断できる。ただし、実行可能かつ有効なシステムの構築には十分に時

間をかける必要があり、現段階では効果的な実施にまではいたっていない。 

 

（４）成果4 

「村落診療所から県保健管理局への報告システムが強化され、効果的に実施される」 

指標の達成状況は表3-6のとおり。 

 

表３－６ 成果4の指標の達成状況 

指標 達成状況 

4-1. 最低限必要な情報*を

含んだ村落診療所からの報

告書数 

2010年11月及び12月の記録では、県内に63ある地域保健施設のう

ち、61（98％）が期限内に報告書を提出し受理されている**。 

 * 「最低限必要な情報」について明確な定義づけはなされていないものの、保健衛生省が定める報告書を提出しているか、と
いう観点から達成状況を確認した。なお、保健衛生省は「最低限の提出率」を80％に設定していている。 

** 「受理」＝DHISに入力された際に、データの整合性をチェックする機能によってリジェクトされないこと。 

 

プロジェクト開始以前は、村落診療所職員が定期報告書を、毎月スーパービジョンのため

に訪れる県保健局の担当官に手渡す仕組みであった。しかし、成果3の項で述べたようにスー

パービジョンが組織化されていなかったこともあり、毎月の提出率は80～85％で、約2割の村

落診療所が報告書を提出していない状態であったことが報告されている8。現在はデータの整

合性が確認される報告書の提出率が98％に上昇しており、状況が改善したことが示唆されて

                                                        
8 Nobuko Ohno “Completion Report 1 on the Assignments of the Short-Term Expert”, 2010年6月  
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いる。プロジェクトで村落診療所の職員を対象に複数回実施した研修のほか、スーパービジ

ョンを通して提出前に監督官が村落診療所の職員とともに報告書をレビューするシステムを

実行していることが、報告書の質と提出率の改善に貢献していると考えられる。 

上記指標に加え、本調査では「報告システムの強化」及び「効果的な実施」の評価のため

に、システム運用上強化された点を洗い出すとともに、収集された情報の管理・分析状況を

考察した。 

プロジェクトは当初、報告書の質を上げる試みとして15種類あった報告書類の統廃合を検

討した。しかし、保健情報の収集は国レベルで統一された様式を使用する必要があり、既に

保健衛生省がその簡素化に着手していたことから、国が県に導入するシステムやツールの定

着に関して支援を行う方針に転換した。その一環として、2009年に保健情報データベースで

ある県保健情報システム（District Health Information System：DHIS）がカンビア県に導入され

た際に、保健衛生省が県保健管理局職員に対して実施した研修を補完する形で、短期専門家

がデータ入力・整理の追加研修を実施した。その結果、M&E部門担当官はDHISのデータ分析

機能を使用して簡単な表やチャートを作成できるようになり、成果品は県の保健プロファイ

ルとして2010年及び2011年の県保健計画に使用されている9。2010年に母子保健サービスの無

料化（Free Health Care Service：FHCS）に伴って医薬品在庫管理のツールであるLMISが導入

された際も、プロジェクトは県保健管理局職員の研修を支援したほか、村落保健所職員に対

しても定期報告書の記入の仕方などに関して再度研修を実施し、一時的に下がった報告書の

提出率及び質の回復を図っている10。 

以上の状況から本成果は達成されていると判断することができる。 

 

（５）成果5 

「包括的県保健計画策定のためのシステムが強化される」 

包括的県保健計画はその名に示されるように、政府の事業だけでなく開発パートナー（ド

ナー/NGO等）の事業計画をも包括した県レベルの年次保健計画である。本イニシアティブは、

2008年にプロジェクトが開始されたあとに打ち出されたため、プロジェクトは当初の計画を

変更し11、保健衛生省が定める要綱にのっとってカンビア県保健管理局が同計画を策定する支

援を行った12。 

指標から見る本成果の達成状況は表3-7のとおり。 

                                                        
 9 DHISにはデータの入力・分析に関する様々な機能が備わっているが、これらを有効に活用するには、現在入力及びデータ整

合性の確認作業に手一杯であるM&E部門の増強が必要と思われる。 
10 詳細については、３－４「（３）外部条件の変化とプロジェクトによる対応」を参照。 
11 プロジェクトは当初、コミュニティと保健行政のつながりを強化することで、県保健管理局が住民のニーズを反映した事業

計画を立てられるようになることを想定していた。 
12 運営指導調査時にPDMが改訂された際に、成果5の「県保健計画」が「包括的県保健計画」に名称が変更された。 
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表３－７ 成果5の指標の達成状況 

指標 達成状況 

5-1. 県保健計画策定に関与し

た関係者の人数 

2008年   5団体より27名13 

2009年  10団体より35名14 

2010年 18団体より48名15 

 

指標からは、関係者の人数が増加しているとともに、県保健計画の策定に幅広いステーク

ホルダーの参画が実現していることがうかがわれる。 

一方で、本指標はシステム強化の達成度を図るには不十分であると判断されたため、終了

時評価調査では、2010年の県保健計画作成のプロセスを2008年及び2009年と比較検証し、プ

ロジェクトによって強化された点及びさらに改善が望まれる点の洗い出しを試みた。しかし、

計画策定のプロセスは2010年に保健衛生省によって大きく変更されており16、以前のものとの

比較検討は不可能であった。そのため、本成果の達成度を判断する一助として、県保健管理

局の計画策定能力強化に関するプロジェクトの貢献を考察・分析した。 

県保健計画策定においては、二年次、三年次に日本人専門家が保健衛生省と緊密な連携を

保ち、必要情報の収集、分析、優先課題の決定、予算配分、報告書執筆といった各段階にお

いて、コーチとして17県保健管理局職員の能力強化を図った18。今後、県保健管理局は計画策

定プロセスに一貫して携わった県保健計画コーディネーターを中心として19、同様の年次保健

計画の策定を図ることは可能であると思われる。さらに本プロジェクトの短期専門家は、プ

ロセス上の改善点の指摘や各県の保健計画をレビューし、その分析結果を保健衛生省へフィ

ードバックすることなどを通じて、県保健計画策定システムの向上に寄与している。また、

包括的県保健計画（CDHP）2010の策定時には得られなかった経理関係の情報20が、県保健計

画（LCHP）2011の策定では県保健管理局の経理部門より入手できたことは、成果1の活動と

して行われた経理研修の成果である。 

また本プロジェクト下では、プロジェクトマネジメントにかかわる一連のプロセスを経験

することで計画の重要性の認識を深めることを目的とし、CDHP2009で計画された活動の中か

ら優先順位が高いと判断されたものに予算を付けて、県保健管理局内部でチームを組んで実

施させている21。県保健管理局におけるプロジェクトマネジメント能力や計画策定の重要性に

対する理解の深化は、現時点では明確な形では発現していないが、局内のチームワークの向

上に貢献しているとの報告もある。以上のことから総合的に判断すると、プロジェクトの活

動は県保健計画策定のためのシステム及び能力の強化に貢献しており、成果5は達成されてい

                                                        
13 JICA雇用のプロジェクト関係者を除く。 
14 同上 
15 Shunsuke Suzuki “Consultant Report” 2011年1月 
16 名称もComprehensive District Health Plan（CDHP）からLocal Council Health Plan（LCHP）に変更されている。  
17 中央から県に派遣されるコーチ（ナショナルファシリテーター）が不足していたため、本プロジェクトの短期専門家がカン

ビア県のコーチ役を務めた。 
18 業務の分担が行われていたため、県保健計画策定のすべての段階に一貫して携わった職員は1～2名である。 
19 数年後に定年退職の予定であることから、移転された技術の県保健管理局内での普及を図ることが課題である。 
20 CDHP2010の策定では、県議会の経理部から財務関連の情報を得た。 
21 コンタ村落診療所の改修、県病院の焼却炉改修と医療廃棄物処理研修、村落診療所向けのソーラー冷蔵庫のスペアパーツ及

び基礎的医療機器の購入と配布など。 
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るといえる。 

 

（６）成果6 

「県保健管理局、県議会、村落診療所、その他関係者との連携が強化される」 

指標の達成状況は表3-8のとおりである。 

 

表３－８ 成果6の指標の達成状況 

指標 達成状況 

6-1. 定期的に開催される会議

の数 

3 

内訳は以下のとおり。 

・インターエージェンシー会議（四半期に一度）：計6回 

・ステークホルダー会議（年に一度）22：計2回 

・地域保健施設長会議（四半期に一度）：計5回 

 

上記指標のみで連携強化が達成できたかは判断できないが、インターエージェンシー会議23

をプロジェクト期間中に復活させたことによって、県保健管理局とカンビア県で活動する開

発パートナー（ドナー/NGO等）とのつながりができ、カンビア・ヘルスデーなどのイベント

や県保健計画策定への開発パートナーの参加を促す一助になったことが確認されている。 

プロジェクト期間中に実現した県保健管理局とステークホルダーの連携の例として以下の

2点が挙げられる。 

①カンビア・ヘルスデー：地域住民の保健に関する意識を高めることを目的に開催されたイ

ベントである。準備段階で県保健管理局内にNGO連携委員会が設けられ、ステークホルダ

ーを計画段階から巻き込んだイベントを実現させた。 

②県保健計画の策定：会議・ワークショップなどを通じて他の援助機関やNGOとの情報の共

有が促進され、結果として県内の保健関連事業の重複を計画段階で防ぐことに貢献してい

る。また計画策定の過程において県議会と県保健管理局の経理記録が一致しないことが判

明し、その後両者の経理費目の統一が行われている（成果1参照）。また双方の代表及び経

理担当者の間で定期的に収入と支出のレビューを行う仕組みができつつあるなど、透明性

を確保する動きが出てきている。 

また、本プロジェクトで県保健管理局がステークホルダーと連携を強化するためのツール

として「カンビア・ヘルス・ディレクトリー」が作成されている。本書にはカンビア県の保

健概況のほか、すべて（現時点で63箇所）の村落診療所の現状24や県内で活動するNGOのプロ

ファイルが掲載されており、保健衛生省や開発パートナーからも非常に有用な資料であると

評価されている25。今後、県保健管理局職員自身が定期的なアップデートを行っていくことで、

                                                        
22 カンビア・ヘルスデーの準備会議 
23 県保健管理局開催の会議であるものの、以前は県医務官の都合により開かれないことが多かった。 
24 場所、カンビアからの距離、カバーする人口、電話番号、責任者、提供されているサービスの種類、施設概況、擁する保健

サービス提供者の職種と数など。 
25 保健衛生省は同様のものを他県でも作成させて、同省のウェブサイトにて公開する構想を、第5回合同調整委員会で公表して

いる。 
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ステークホルダーとのより一層の連携が強化されることが期待される。同様の目的で保健衛

生省、県議会、村落診療所職員、県内の開発パートナーなどをターゲットとした「ニューズ

レター」も作成されているが、その連携強化における効果のモニタリングは行われていない26。 

以上の観点から、プロジェクト開始当初の情報が不足しており明確な判断はできないもの

の、カンビア県における県保健管理局と関係機関の連携は強化されつつあり、本成果は達成

されていると判断できる。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成状況 

＜プロジェクト目標＞ 

県保健管理局、村落診療所、県議会が、コミュニティの保健ニーズを汲み取り、（サービスに反

映させる）より高いマネジメント能力を備えることによって、質の高い、公平な保健サービスを

提供する体制が強化される（より良い包括的県保健計画）27。 

＜指標＞ 

県保健計画の質が向上する。 

プロジェクト目標の中には①保健サービスの公平性と質の向上、②県保健管理局、村落診療所

及び県議会のマネジメント能力の向上、③コミュニティのニーズを反映した優良な保健計画の策

定など、本プロジェクトが達成をめざした事項が複数見て取れる。終了時評価調査では、関係者

の間でプロジェクト目標の解釈が必ずしも共有されていなかったため、評価の対象とするのは共

通認識であった「県保健管理局のマネジメント能力の向上」とし、その他の事項はインパクトと

して扱うことが合意された。 

 

指標から見るプロジェクト目標の達成状況は表3-9のとおりである。 

 

表３－９ プロジェクト目標の指標の達成状況 

指標 成果 

県保健計画の質が向上

する。 

2011年に作成したカンビア県保健計画は関係者から評価を受けてい

る。ただし、県保健計画は、策定方法やフォーマットが2010年より大

幅に変更されており、LCHP2011をそれ以前のCDHPと比較することは

困難である。 

 

本指標の県保健計画は、策定方法等が2010年から2011年にかけて大幅に変更されており、県保

健計画の内容を経年的に比較することは困難であるが、2011年のカンビア県保健計画は、指定さ

れた様式の使用状況及び情報量の多さから、保健衛生省を含めた関係者の間では最も質の高い県

計画の一つであると認識されている。また、成果5で既述のように、より幅広いステークホルダー

の意見を反映させた県計画となっている。ただし、本計画はプロジェクト専門家のきめ細かい支

援により策定されたものであることには留意が必要である。 

                                                        
26 終了時評価時点では、第4号まで発行されていた。1回当たりの発行数は約2,000部で、約USD7,000～8,000の費用をプロジェ

クトが負担している。今後発行予定の第5号は、カラーではなく、白黒印刷で継続することが検討されている。 
27 英文では“Quality and equitable health service delivery is strengthened by the management capacity of DHMT, PHUs and District 

Council in Kambia District to better address health needs of the community（Good CDHP）” 
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プロジェクト目標である「県保健管理局のマネジメント能力の向上」については、マネジメント

能力という用語の定義及び「何をどこまで強化するべき」という明確な指標がないなかで、その

達成度に関する客観的な評価は困難であるが、既述のとおりプロジェクトは県保健計画の策定能

力強化に加え、日常業務における事務処理能力の強化や、スーパービジョンのためのシステムや

ツールの開発などにおいて成果を上げており、プロジェクトは県保健管理局の全般的なマネジメ

ント能力を強化したと考えられる。 

 

３－４ プロジェクトの実施プロセス 

（１）意思決定プロセス 

本案件は、シエラレオネが紛争後の復興期から開発期へ移行するなかで開始されており、

C/Pの人材及びキャパシティ不足や、C/Pを取りまとめるべき県医務官の度重なる異動28などに

より、プロジェクトに対する理解を得、かつオーナーシップを醸成するためには労力を要し

た。また、合同調整委員会は、本終了時評価時に開催されたものも含め、計5回中央にて実施

され、県レベルでのプロジェクト運営実施に関する諸事項を協議・決定するプロジェクト運

営委員会の実施は1回となった。中央レベルでの委員会に県の主要関係者は出席しているもの

の、県レベルでの開催を行うことにより、C/Pのオーナーシップの醸成がさらに促進できた可

能性がある29。 

なお、本プロジェクトの特徴として、プロジェクトチームとJICAシエラレオネフィールド

オフィス間の緊密な連携が挙げられる。長期専門家は1名であったが、シエラレオネフィール

ドオフィス職員が頻繁にプロジェクトサイトへ足を運び、プロジェクト運営に関する助言及

びモニタリングを行った。 

 

（２）PDMの変遷及びモニタリング 

PDMについては、2008年5月プロジェクト開始時に、プロジェクト目標が変更され、プロジ

ェクト目標、成果、活動のみが記載されたPDM1が第一回合同調整委員会で承認された。前提

条件、外部条件、指標等は今後設定すべき課題として残され、2009年の運営指導調査の際に

これらが設定されたが、指標が不十分であるなどPDMとしては課題が残るものであった。同

時に、残された期間にかんがみ、目標設定を選択と集中によって明確化するために、成果5に

ある「ボトムアップアプローチ」を削除するとともに30、「より良い包括的県保健計画」の文

言をプロジェクト目標に追加することによって、プロジェクトのスコープが狭められた31。結

果として、焦点が県保健計画の形成のための能力強化に絞られたPDM2が第三回合同調整委員

会で承認された。PDMの変遷は、付属資料3を参照。 

プロジェクトのモニタリングは、日本人専門家によって活動計画表に沿って行われたが32、

PDMはモニタリングツールとして十分に活用されていなかった。PDMが不完全なままプロジ

                                                        
28 プロジェクト形成時から数えると、現在の県医務官は4人目である。 
29 本来であれば、四半期ごとの開催が予定されていた。 
30 当初は、コミュニティのニーズに基づいた保健サービスの提供をめざし、コミュニティを巻き込んだ保健計画策定のための

活動（保健診療所保健委員会の強化）が着手されていた。 
31 さらに、PDM1の成果3が、新成果3と新成果4に分けられた。 
32 活動計画表は、定期的に更新されていた。 
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ェクトが実施に移されたため、モニタリングに使用することが困難であったこと（PDMの課

題についての詳細は付属資料4を参照）も背景にあると考察される。 

 

（３）外部条件の変化とプロジェクトによる対応 

プロジェクト活動の進捗に支障を来した第一の要因として、研修・会合・国家キャンペー

ンが中央レベル（保健衛生省やドナー）で調整されないまま、頻繁に企画されたことが挙げ

られる。多くの開催日の通知が直前であったため、プロジェクトは県保健管理局のスケジュ

ールの変更に対応するため、できる限り柔軟に調整を行った。 

第二の要因として、県保健管理局の予算不足がある。保健衛生省からは、十分な予算をス

ーパービジョンに割り当てていると報告されているが、県レベルではスーパービジョンに不

可欠である燃料費などの不足が頻繁に起きており、通常業務に支障を来している33。 

第三の要因として、C/Pの頻繁な異動である。県医務官が毎年変わり、プロジェクト活動に

関連する事項に関し異なる見解・方針を打ち出すこともあり、その都度プロジェクトに対す

る理解の促進を図る必要があった。また各県医務官の見解や方針が一致されていなかったた

め、プロジェクトの方向性に影響を及ぼした。 

一方で、プロジェクトは外部条件の変化に柔軟に対応し、国のイニシアティブに対する補

完性を確保している。まず、プロジェクト開始の2008年に保健衛生省が包括的県保健計画の

策定を開始34したため、プロジェクトは成果5において独自に県保健計画の策定を進める代わ

りにこのイニシアティブの実施を支援する方針に転換した。さらに、2009年に村落診療所か

らの定期報告書のフォーマットが改訂されたうえ、2010年には、以前のコンピューター・ベ

ースの保健データシステム（収集・保管・分析）を改良したDHISが導入された。これらの動

きはすべて成果4に関連するため、プロジェクトはその活動の一環として、県保健管理局や村

落診療所の職員を対象に、こうした新ツールの導入に際しての研修を支援している。さらに、

2010年4月には、母子保健サービスの無料化が開始され35、患者数が5～10倍に激増、村落診療

所に供与される医薬品等の量も増加し、村落診療所の職員の負担が増大した。それに伴って

月例報告書の質の低下も見られたため、プロジェクトは報告書の記載方法に関する追加研修

を行うとともに、医薬品管理のために保健衛生省が導入したロジスティックスマネジメント

及び情報システム（Logistics Management and Information System：LMIS）の研修も県保健局と

村落診療所職員に対して実施した。 

なお、プロジェクトの進捗を推進した要因としては、運営指導調査の提言に基づき、投入

の追加が行われたことが挙げられる。 

 

                                                        
33 そのほかに、村落診療所の報告書用紙不足の問題もある。保健衛生省は、十分な数の報告書を供与していると報告している

が、現場レベルでは不足しており、終了時評価時点で、フォーマットのコピーの依頼がプロジェクトに寄せられていた。 
34 2010年より計画策定の方法が変更され、名称もLocal Council Health Plan（県保健計画）に変更されている。 
35 5歳未満児、妊産婦に対する診療費用が無料となるサービス。 
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第４章 評価５項目の評価結果 
 

４－１ 妥当性 

 ターゲットグループ（県保健管理局）及び最終裨益者（カンビア県住民）のニーズ、シエラレ

オネ政府の政策優先事項、及び日本政府の支援政策面ではほぼ合致しており、妥当性は高い。た

だし、ターゲットグループの選択、他国の成功事例適用時の技術レベルの把握により、妥当性を

さらに高められた可能性がある。 

 

（１）シエラレオネのニーズ及びシエラレオネ・日本国政府の政策 

プロジェクトは、ターゲットグループのニーズとほぼ合致しているといえる。復興から開

発の移行期下で、開発パートナーによる緊急援助としての物資・サービス供与の引き上げが

続くなか、シエラレオネにおいて、県保健管理局が独自で保健運営を行っていくにはキャパ

シティが不足していたにもかかわらず、マネジメント能力強化支援は行われていなかった。

現在においても、マネジメント能力強化を必要とする援助形態になっているが、中央から末

端医療従事者にいたるまで脆弱な状況にある36。さらに、貧困削減戦略ペーパーII（Poverty 

Reduction Strategy Paper II：PRSP II）、国家保健セクター戦略計画（NHSSP 2010-201537）、地方

分権化を推進している県議会条例（2004）においてもシエラレオネ政府の政策優先事項と合

致している。また、プロジェクトは、JICAの対シエラレオネ国事業展開計画の援助重点分野

（地方農村開発及び平和の定着）の枠組みにおいても妥当なものである。 

 

（２）技術移転の方法 

県保健計画をはじめ、中央レベルによる様々なイニシアティブが開始された際、県レベル

で実施していく能力が不足していた。そのために県レベルに専門家をまとまった期間滞在さ

せ、きめ細やかな指導を行うという技術移転の方法は妥当であったと思われる。例えば、県

保健計画の作成過程にかかわった県保健管理局メンバーによると、マクロレベルの保健計画

に精通したコーチによる丁寧な指導は、より良い県保健計画を作成するのに大変効果的であ

ったと回答している。 

 

（３）ターゲットグループ（県保健管理局）の選択 

国家レベルの保健システムがこれから確立されようという時期に、地方分権化が進んでい

るという前提で県を主なターゲットにしたことは、最適ではなかったと判断される。県レベ

ルで国と整合性のない保健システムを構築してしまうことを避けるため、プロジェクトは国

レベルで打ち出される様々なイニシアティブに合わせ、当初の計画や開発中のツールを修正

する必要に迫られた。シエラレオネにおける最初の保健案件としては、国レベルの国家保健

システムの動向把握に努め、その構築を支援するためにも、中央レベルに軸を置くほうがよ

り効果的であったと考えられる。ただし、プロジェクトでは保健衛生省での合同調整委員会

の実施、保健衛生省に対する専門家の活動報告など中央レベルの巻き込みにも努めた。 

                                                        
36 シエラレオネにおける物資援助規模が最大であるグローバルファンドにおいても、シエラレオネの行政管理能力に大きな懸

念を常に示しており、そのため2009年には同ファンドによる援助停止措置もなされたほどである。 
37 NHSSP内では、より良いサービス提供のために、県保健サービスマネジメントの強化が課題として取り上げられている。 
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（４）他国の成功事例の適用 

本プロジェクトは、アフリカ他国での県保健行政システム強化プロジェクトの成功例38を参

考に形成された。しかし、本プロジェクトのC/Pであるカンビア県保健管理局の能力は想定よ

りも不足していたため、プロジェクト開始後、当初の計画よりもさらに基礎的なレベルの活

動から始めることが不可欠となった。加えて、現地の劣悪な事業実施環境39も先行事例とは異

なっていたことが推測される。 

 

４－２ 有効性 

 本プロジェクトの有効性は認められる。 

 

（１）プロジェクト目標の達成度 

３－３に既述のとおり、プロジェクトは県保健管理局の全般的なマネジメント能力を向上

させたと考えられる。 

 

（２）成果のプロジェクト目標達成への貢献度 

各成果のある一定の効果発現は確認された。ただし、ロジックとしては、成果1で強化され

るべきマネジメント能力が明確に定義されていないため、他の成果及びプロジェクト目標（県

保健計画を策定するマネジメント能力）との区別が困難である。 

有効性の発現に影響を及ぼしたと思われる要因は下記のとおりである。 

第一に、プロジェクト目標が明確でなかったことが挙げられる（詳細については「３－３ 

プロジェクト目標の達成度」を参照）。日本人専門家間でもプロジェクトがめざす焦点につい

て一致した見解がなかったことは、プロジェクト目標に異なるレベルの要素が含まれている

うえ、強化の対象となるマネジメント能力を特定しなかったことに起因すると考えられる。

そのため、「広く浅く」活動を行うことになり、各成果の達成度が薄まる結果となった。なお、

2009年の運営指導調査後、県保健計画策定のための能力強化に焦点が絞られ、成果4を確実に

することをも視野に入れた（県保健計画に必要なデータ収集のため）成果3（サポーティブ・

スーパービジョン）、及び成果5（県保健策定システムの強化）が優先事項に設定された。 

第二に、プロジェクトに対するC/Pのオーナーシップが脆弱であった点である。 

第三に、シエラレオネ側の予算措置が十分でなかったことである。本プロジェクトは、シ

エラレオネ政府・カンビア県の保健関連活動を支援するようにデザインされているため、予

算不足で通常業務が停滞する状況では、プロジェクトによって生み出された効果が活かされ

なくなってしまう。 

一方で、成果5における活動で、C/Pの直面するニーズに目に見える形で対応したことは40、

能力強化という成果が見えにくいプロジェクトに対する県保健管理局の関心の向上にも有用

だったと思料される。 

なお、本案件はカンビア県地域開発支援のために実施された案件の一つではあるが、本案

                                                        
38 タンザニア国モロゴロ州保健行政強化プロジェクト 
39 カンビアには電気が通っていないため、すべての電気は発電機に頼っており、故障も多い。機材修理は多くの場合、技術者

を首都フリータウンから呼び寄せる必要がある。 
40 脚注21参照。 
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件開始時に既に実施されていた「カンビア県農業強化支援プロジェクト（2006-2009）」等との

具体的な相乗効果の発現は特に考慮されていない。 

 

４－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は限定的である。 

プロジェクトの開始当初は長期専門家が一人しか配置されず、他方想定よりも厳しい活動状況

であったため、プロジェクト実施環境41を整備することに多くの時間を取られた。2009年4月の運

営指導調査を経て投入が追加されたものの、開始当初からより多くの投入がなされていれば、サ

ポーティブ・スーパービジョン等への着手をより早く開始できた可能性がある。 

また、既述のように、プロジェクトのスコープが運営指導調査時に狭められた結果、コミュニ

ティ啓発のように既に投入されていながら、プロジェクトのスコープから外れた活動がある。当

初から実現可能なプロジェクトのスコープが設定されていれば、このような評価対象外となる活

動への投入は避けられたであろう。 

一方で、実施プロセスの外部条件の変化で触れたように、プロジェクト期間内に保健衛生省に

よって多くの新たなイニシアティブが導入され、当初プロジェクトでは予定していなかった研修

等の支援を実現したことは、本プロジェクトの効率的な運営の結果と捉えることもできる。加え

て、保健衛生省による強い依頼に応えて、2名の日本人短期専門家が、中央レベルで県保健計画策

定を支援したことによって、プロジェクトはカンビア県外のより多くの人口に裨益をもたらした

と考えられる。 

 

４－４ インパクト 

＜上位目標＞ 

 カンビア県住民の保健状況が改善する 

 

上位目標の指標42については、カンビア県のデータが入手不可能であり、経年変化を確認できな

かった。ただし、保健指標の改善に直接的なインパクトを及ぼすと推定される2010年に導入され

た母子保健サービスの無料化に伴い、本プロジェクトではサービスの利用増加に対応するための

薬品、医療資機材管理システム及び報告書作成に関する研修を行っている。本研修の成果が継続

し、県保健管理局及び村落診療所が増大するサービス利用に対応できた場合、正のインパクトが

期待される。 

サービス提供向上面でのインパクトとしては、3棟の村落診療所の改修により、周辺のコミュニ

ティがより良いヘルスケアサービスにアクセスできるようになったことが挙げられる43。故障中の

ワクチン保管用冷蔵庫を稼動させるために村落診療所にスペアパーツを供給したことも、サービ

ス提供の向上に貢献していると推定される。 

                                                        
41 脚注21を参照。 
42 乳幼児死亡率、5歳未満児死亡率、妊産婦死亡率 
43 マンゲビサンとカマンベウの村落診療所の改修は、共に2009年3月に終了した。マンゲビサン村落診療所の利用者数は、2008

年の824から2009年の1,413に、カマンベウの利用者数は、2008年の857から2009年の2,217に増加している。一方、コンタの村

落診療所については、改修が終了した2010年4月にフリーヘルスケアサービスが同時に開始されているため、改修のインパク

トを測ることは難しい。 
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想定されていなかった正のインパクトとしては、一部の外部者によると、県保健管理局のチー

ムワークが向上したとの報告もあった。本プロジェクト活動の一貫で、様々なグループワークの

機会が提供されており、これがチームワークの向上に貢献したと考えられる。 

他の想定されていなかった正のインパクトとしては、包括的県保健計画/県保健計画の作成時に

保健衛生省と緊密な連携を保った結果、日本人短期専門家の貢献が中央レベルで高く評価されて

いる。その過程で、以前は保健設備の改修や機材供与を重要視していた保健衛生省が、能力強化

を重要視するようになったとの報告もある。 

本プロジェクトによる負のインパクトは、本終了時評価時点では、特に報告あるいは観察され

ていない。 

 

４－５ 持続性 

 政策面では比較的高いが、財政面での持続性はやや低く、技術面は中程度と判断される。 

 

（１）政策面 

政策面での持続性は比較的高い。県保健計画及びサポーティブ・スーパービジョンは保健

衛生省の戦略的優先事項と認識されており、県レベルにおける関連した活動に対しては中央

からの一定の支援が期待されている。 

県保健計画の策定システムが構築されつつある現在、次のステップとして、県及び中央レ

ベルでの県保健計画の実施モニタリング（財政面を含む）の強化が求められているが、これ

は現在設立が検討されているHealth Compact44でも国レベルでの保健計画の実施モニタリング

が行われる予定である。加えて、2011年4月にパフォーマンス・ベースド・ファイナンシング

（PBF）の導入が計画されており、保健衛生省の内部でも、各村落診療所のサービス提供状況

を査定するためにサポーティブ・スーパービジョンの重要性の認識が高まっている。こうし

た動きが本プロジェクトによって開始されたイニシアティブの展開を後押しするものと期待

される45。 

 

（２）財政面 

財政面の持続性は懸念材料となっている。特に、成果6の主な活動（例：ニューズレター、

ヘルス・ダイレクトリー46、カンビア・ヘルスデー）は、プロジェクトが負担してきたコスト

を考慮すると現状のまま継続されるのはかなり難しく、より安価な実施方法をプロジェクト

及びC/Pで検討中である。バイクやオフィス機材、発電機のメンテナンス費用等も同様に憂慮

される。 

県保健管理局が直面している最大の課題の一つが、資金不足である。この問題には①予算

化されていないことによる絶対的な資金不足、②予算化されていても、資金が届かないとい

                                                        
44 Health Compactは、シエラレオネ政府の保健政策を支援するドナー連携の枠組みを記した合意文書である。なお、Health 

Compactへの日本政府の署名への参加は予定されていない。 
45 当面は、世界銀行のReproductive and Child Health Project Phase IIの支援により、妊産婦及び5歳未満児向けの医療サービスの

件数・質・記録状況に基づいて、村落診療所及びNGO運営クリニックにインセンティブが支払われるスキームである。今後、

サポーティブ・スーパービジョンの一貫として、このPBFシステムのモニタリング及びPBF報告書の確認が含まれる予定であ

る。 
46 脚注25を参照。 
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う2つの側面がある。前者は、県保健計画の確立によってある程度は解消されたといえるが、

後者は中央からの支払いの遅延、あるいは支払われているはずにもかかわらず資金が県レベ

ルに届いていないといった事態が多く報告されている。その結果、村落診療所のスーパービ

ジョンや、機材修理を含む県保健管理局の通常業務の遂行に支障が出ているのは前述のとお

りである。地方分権化の過程にあることからも、各機関がおのおのの責任を効果的に遂行で

きるように、関連する全機関の役割の明確化と、予算の流れを把握する財政的モニタリング

の強化が望まれる。保健衛生省は、既にこの問題を認識しており、関連省庁との交渉を重ね

ていくと調査団は報告を受けている。 

 

（３）技術面 

技術的持続性は中程度と判断される。本プロジェクトを通して習得した技術や知識の多く

は、県保健管理局の通常業務を遂行されるのに必要な基本的なものであり、個人差はあるも

ののC/Pの個人レベルでの技術の習得は確認されている。ただし、現時点で、県保健計画の策

定や保健情報データの扱いなどの知識の習得は非常に少数の個人に限られており、今後個人

の異動・定年等によって習得された技術・知識が失われないように組織化していく努力が不

可欠である。保健衛生省は、県保健管理局による技術の組織化の側面についてモニターする

とともに、支援が期待されている。 

本プロジェクトによって作成されたツールやマニュアルは、適切に維持されることで、技

術的持続性に貢献すると判断される。県保健管理局のスーパーバイザーは、必要に応じてチ

ェックリスト等の修正・改訂を実行することが可能なレベルにあると推定されるため、その

モチベーションの維持・向上が鍵となると思われる。 

 

４－６ 結 論 

評価5項目の観点からは、「妥当性」は高く、「有効性」も認められた。「効率性」は限定的であ

るものの、保健衛生省が人材の能力強化を重要視するなどの「インパクト」も確認されている。「持

続性」については中程度であり、保健衛生省や関連省庁の予算確保や、プロジェクト後の県保健

管理局の活動維持が重要である。 

評価5項目及びプロジェクトの実施プロセスや達成状況の総合的な評価の結果、本プロジェクト

によって、県保健管理局が通常業務を遂行していくための全般的なマネジメント能力が強化され

ていることは確認された。本プロジェクトの目標は終了時までに達成される見込みであり、本プ

ロジェクトは当初の計画通り2011年5月に終了する。 

なお、本プロジェクトで行われた能力強化は、あくまで基礎的なものである。地域保健情報の

収集及び県保健計画等プランニングの一部を強化できたものの、県保健管理局がカンビア県民の

健康を維持・促進するに必要なすべてを網羅したものではない。本プロジェクトの効果を維持す

るためにも、保健衛生省が県保健管理局のパフォーマンスをモニターし、必要な技術的、財政的、

精神的支援を供与することが期待されている。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提 言 

（１）プロジェクトと県保健管理局に対して 

本プロジェクトの効果の継続的な発現のために、個人レベルで習得した技術の県保健管理

局内での普遍化について、その仕組みを検討することが望ましい。 

 

（２）保健衛生省に対して 

１）本プロジェクトの効果が継続されるように、保健衛生省が県保健管理局のパフォーマン

スをモニターし、必要な技術的、財政的、精神的支援を行う体制を検討・確立することが

望ましい。換言すれば、保健衛生省から県保健管理局へのサポーティブ・スーパービジョ

ンの強化が重要である。 

２）グッド・プラクティス（成功事例）を抽出し、他県への普及を検討することが望ましい。 

３）地方分権の下では、県保健管理局は県議会の一部局になる位置づけだが、技術的機関

（technical agency）としての役割が担保され、必要な予算が確保されるように、保健衛生省

及び財務経済開発省から県保健管理局に支払われる保健予算のモニタリングを強化するこ

とが望ましい。保健衛生省は、県保健管理局への適時の支払いが可能となるように、関連

省庁と継続して交渉することが期待される。 

 

（３）県議会と県保健管理局に対して 

1）県保健計画の効率的な実施及びモニタリングのために、構築されつつある予算関連の情報

を共有するシステムを実施・強化することが望ましい。 

 

５－２ 教 訓 

（１）国の保健システムが確立していない段階でマネジメント能力強化をめざす場合は、直接県

を対象とするのではなく、中央レベル（あるいは予算が許す場合は中央と県レベル双方）に

支援を行い、保健システムの構築及びその運用に貢献することがより効果的であると思慮さ

れる。 

 

（２）マネジメント能力強化プロジェクトはその効果が目に見えにくいため、C/Pの関心を喚起す

ることが難しい。具体的な効果の見えやすいコンポーネント（施設の改修等）を一部織り込

むことも必要と考えられる。 

以上に加え、合同評価報告書に記載していない点としては以下のとおり。 

 

（３）他国での成功例を導入する場合は、その技術レベルの前提条件を精査し、対象国の現状で

可能か照らし合わせることは、対象国のレベルに適したプロジェクトを形成するにあたって

効果的である。そのためにも、キャパシティ・アセスメントの実施が望ましい。 

 

（４）C/Pとともにキャパシティ・アセスメントを実施することは、ベースラインを確保するだけ

でなく、現実に即したニーズ及びプロジェクトの方針を共有するうえでも有用である。これ
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は、モチベーションとオーナーシップの向上にも有効であると思料される。 

 

（５）プロジェクトの有効性と効率性を確保するために、プロジェクトのスコープと目標値を、

期間と投入規模に照らし合わせて設定することが重要である。 

 

（６）プロジェクト終了後の持続性確保の視点から、プロジェクトデザインの段階で出口戦略を

明確にし、日本人専門家やプロジェクト予算への依存度を漸減させていくことを意識したプ

ロジェクト運営を行うことが望ましい。 

 

（７）プロジェクトの適切な運営のために、以下のことを行うことが望ましい。 

１）プロジェクト開始直後に、C/Pを含む関係者がプロジェクト全体像（PDM）を十分に理解

する場を設け、PDMのロジックの確認と、必要に応じて指標の見直しを行う。 

２）ベースラインの結果にあわせて、目標値の設定を行う。 

３）指標のモニタリングをC/Pと共同で行う体制を確立する。 

４）関係者間で一致した見解が保たれるように、定期的にPDMの再確認を行う。 

 

（８）県レベルでプロジェクトに直接関与するステークホルダーが合議的に意思決定を行う場と

して、運営委員会の定期的な開催が重要である。これはオーナーシップの向上にも有効であ

ると思われる。 

 

（９）複数のプロジェクトを同じ地域で展開する場合は、可能な限り相乗効果の発現を考慮に入

れてプロジェクトを設計することが推奨される。 

 

５－３ 団長所感 

 本案件はシエラレオネに対する保健セクターの技術協力プロジェクトとしては、第一号となる

案件であった。以下、特記すべき事項を述べる。 

 

（１）紛争後の復興期から開発期へ移行する段階での技術協力の実施について 

本案件は、カンビア県地域開発支援の一環として、カンビア県病院から「国境なき医師団」

が撤退したタイミングで、同病院と隣接した県保健管理局をC/Pとして開始された。緊急復興

支援から開発の段階へと移行するなかで、C/Pのキャパシティ・ビルディングや、既存の行政

システムをできる限り活かした持続性を見据えた支援を展開する必要があったが、C/P側の主

体者意識がまだ追いつかず、日本人が実施する支援という認識であったり、技術支援よりも

物的支援を期待する向きがあった。同様のこうした状況下で案件を実施するにあたっては、

計画段階で時間をかけて双方の理解の齟齬がないよう協議を行うことはもちろんであるが、

先方の意識が十分に発揚しない場合には、性急にプロジェクトを開始するのではなく、じっ

くり時間をかけて実施体制を整えながら進めることも肝要である。案件開始後も、案件の計

画及び実施状況を共有し、先方の巻き込みを図っていくことが重要である。 

また、同地域へは本案件開始以前に「カンビア県子供・青年支援調査（2005-2008）」「カン

ビア県農業強化支援プロジェクト（2006-2009）」「カンビア県給水体制整備プロジェクト
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（2007-2009）」などの支援も実施されていたが、他の案件同様、本案件もカンビア県の電力、

水、道路等の社会基盤の整備状況の低さに影響を受けている。活動環境が厳しい地域での案

件形成時には、活動環境を十分に考慮に入れた人員配置及び活動を計画する必要がある。首

都へのアクセスも、整備されていない道路で4時間強かかるという状況であり、その中で活動

を行った専門家の努力には敬意を表したい。 

さらに、紛争後の途上国では人材不足が顕著となる。数少ない優秀な人材も、異動、留学

等で定着せず、本案件の主要なC/Pである県医務官もプロジェクト形成時から現在までに4名

交代している。費用対効果を高めるためには、優秀な人材が比較的多いと思われる中央省庁

等から支援を開始すること、もしくは当該国の一般的な人材でも理解ができ、習得ができる

ような簡易な技術の移転とすること、関係者の交代があっても継続性が担保されるよう、主

要関係者へのブリーフィングをその都度実施するとともにプロジェクトの内容の可視化に努

めることなどの検討が必要であろう。 

 

（２）地方分権化の扱いについて 

本プロジェクトは県保健管理局のマネジメント能力強化を目的とし、特に県レベルの保健

計画策定能力の向上をめざした。これは、シエラレオネの地方分権化の流れに沿ったもので

あり、保健衛生省の方針にも沿っていたものの、県に対する権限委譲や、県における計画策

定のあり方が定まっていなかったため、プロジェクトは保健衛生省の方針の変化に柔軟に対

応していかざるを得なかった。地方分権化が導入されている国において協力を開始する際に

は、その成熟度まで確認をしたうえで、協力の対象、レベルを判断することが望ましい。 

 

（３）後継案件に係る検討について 

「４－５ 持続性」で既述のとおり、県保健計画の策定システムが構築されつつある現在、

次のステップとして、県及び中央レベルでの県保健計画の実施モニタリングの強化が求めら

れている。また、2011年4月にPBFの導入が計画されており、保健衛生省の内部でも、各村落

診療所のサービス提供状況を査定するためにサポーティブ・スーパービジョンの重要性の認

識が高まっている。このような背景から、平成23年度実施案件として、国レベルでのサポー

ティブ・スーパービジョン強化を目的とした個別専門家の要請が挙がっているところ、本案

件実施における教訓も踏まえ、今後の支援のあり方を検討する必要がある。 

 



付 属 資 料 

 

１．終了時評価ミニッツ(合同評価報告書) 

 

２．PDM（version 2）  

 

３．PDMの変遷図 

 

４．プロジェクトデザインの課題 
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３．PDMの変遷図 

Version 0 から Version1 への変更の際、Activity の中の Referral に関する活動は削除され

た。 

 

 

Version 1 (2008  June) Version 2 (2009 May)

Overall Goal

The health status of people in Kambia 
is improved

Overall Goal

The health status of people in Kambia 
is improved

Outputs

1. Management capacities of DHMT 
are developed
2 .Office environment of DHMT and 
PHUs is improved and maintained
3. Comprehensive supportive 
supervision is strengthened and 
effectively operated
4. PHU reporting system is 
strengthened and effectively 
operated
5. System for Comprehensive District 
Health Planning is strengthened
6. Coordination of DHMT with District 
Council, PHUs and relevant 
stakeholders is strengthened

Outputs

1. Management capacities of DHMT 
are developed
2 .Office environment of DHMT and 
PHUs is improved and maintained
3. Health Management Information 
Systems are Strenghthened and 
effectively operated
4. District health planning system is 
strengthened through a bottom‐up 
approach
5. Coordination of DHMT with District 
Council, PHU committees and 
relevant stakeholders is strengthened

Project Purpose

Quality and equitable health service 
delivery is strengthened by the 
management capacities of DHMT, 
PHUs and District Council in Kambia 
District to better address health 
needs of the community (GOOD 
CDHP)

Project Purpose

Quality and equitable health service 
delivery is strengthened by the 
management capacities of DHMT, 
PHUs and District Council in Kambia 
District to better address health 
needs of the community

Version 0 (2007  June)

Overall Goal

The health status of people in Kambia 
is improved

Outputs

1. Management capacities of DHMT 
are developed
2 .Office environment of DHMT and 
PHUs is improved and maintained
3. Health Management Information 
Systems are Strenghthened and 
effectively operated
4. District health planning system is 
strengthened through a bottom‐up 
approach
5. Coordination of DHMT with District 
Council, PHU committees and 
relevant stakeholders is strengthened

ProjectPurpose

Management capacities for health 
service delivery in Kambia District are 
strengthened to address health needs 
of the people
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４．プロジェクトデザインの課題

1 プロジェクトのス

コープ 

県保健局の能力とカンビア県の生活事情を考慮に入れると、予定され

た予算（プロジェクト期間及び当初予定された日本人専門家の投入）

では達成できないようなプロジェクト内容であった。プロジェクトの

焦点が絞られていなかったため、多方面に活動が広がり、各成果の達

成レベルが低くなる結果となった。運営指導調査時に、県保健計画へ

のボトムアップアプローチが削除され、3 年間で実現可能なサイズに

プロジェクトスコープが狭められるとともに投入の追加が行われた。 

2 プロジェクト目標

におけるマネジメ

ント能力の定義 

強化するマネジメント能力の定義の特定化がされていなかった。運営

指導調査時に、プロジェクト目標が狭められた結果、初めて「県保健

計画を策定するのに必要なマネジメント能力」と特定された。 

3 成果 1 におけるマ

ネジメント能力の

定義 

成果 1 のマネジメント能力が明確に定義されていないため、他の成果

及びプロジェクト目標（県保健計画を策定するマネジメント能力）と

の区別が困難である。 

4 

 

プロジェクト目標 PDM2 で目指した県保健局のマネジメント能力は、県保健計画を形成

することに焦点が絞られており、指標も「県保健計画の質が向上する

こと」と設定されたが、文言には以下のように様々なレベルの項目が

含まれていたため、プロジェクトの目指すものが分かりにくく、日本

人専門家の中でも異なる見解が見受けられた。 
1) 一般的なマネジメント能力の強化 

2) 県保健計策定のための能力強化 
3) （マネジメント能力が強化された結果としての）保健サービス提供

の強化 

更に対象者も下記の通り複数含まれている 
1) 県保健局 
2) 村落診療所 

3) 県議会 
 

5 上位目標 プロジェクト目標内に見られる因果関係から、「保健サービス提供の

向上」が本プロジェクトの上位目標として適当であったと思われる。

本プロジェクトで設定された上位目標は、本来であればスーパーゴー

ルレベルに該当する。 

6 指標 指標が、必ずしも各成果及びプロジェクト目標に対応したものではな

かった。例：成果 2（執務環境の改善）の指標→リソースセンターの

利用者数 

7 目標値 目標値が設定されていなかったため、本プロジェクトの効果を客観的

に測ることが出来なかった。 

8 ベースライン キャパシティアセスメントがプロジェクト開始前に実施されておら

ず、またベースライン調査も活動に含まれていなかったため、本プロ

ジェクトの効果を客観的に測ることができなかった。ベースライン調

査の過程でニーズを拾い上げ、必要となる研修がカウンターパートと

共同で計画されていれば、オーナーシップの向上に貢献していたと推

定される。 

9 エグジット・スト

ラテジー（出口戦

略） 

終了時評価時に C/P とともに今後のエグジット・ストラテジー（出口

戦略）について検討を行ったものの、プロジェクト実施中においても

出口戦略の視点がより含まれていれば、持続性が高まったと思われ

る。   
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